
は

じ

め

に

陸
奥
国
会
津
郡
高
野
組
金
井
沢
村
（
現
、
福
島
県
南
会
津
郡
南

会
津
町
金
井
沢
）
の
名
主
を
世
襲
し
た
室
井
家
に
保
存
さ
れ
て
い

た
「
作
毛
位
付
帳
」（
南
会
津
町
立
奥
会
津
博
物
館
架
蔵
、
室
井

家
文
書
、
四
一
九
六
）
に
は
、
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
か
ら
大

正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
至
る
一
五
八
年
の
う
ち
、
一
一
八
年
間

の
金
井
沢
村
に
お
け
る
稲
の
作
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の

限
り
、
本
史
料
は
、
会
津
地
方
唯
一
の
長
期
間
に
亘
る
歩
刈
の
記

録
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
前
稿
に
続
き
、
散
逸
し
た
明
治
十
一
〜
十
五
・
四

三
・
四
四
年
、
大
正
元
年
を
除
く
金
井
沢
村
に
お
け
る
明
治
六

（
一
八
七
三
）
年
か
ら
大
正
五
年
に
至
る
三
六
年
分
と
、
本
史
料

に
合
綴
さ
れ
て
い
る
隣
村
の
福
米
沢
村
に
お
け
る
明
治
十
（
一
八

七
七
）
年
か
ら
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
至
る
三
九
年
分
を
翻

刻
・
紹
介
す
る
（
川
口
、
二
〇
二
一
Ａ
、
二
〇
二
二
）。

稲
の
作
況
は
、
米
の
生
産
・
流
通
・
消
費
、
貢
租
、
米
価
な
ど

を
介
し
て
人
口
支
持
力
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
人
口
変

動
の
要
因
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
要
素
と
な
る
。
稲
の
作
況

と
寺
院
「
過
去
帳
」
や
「
宗
門
改
人
別
家
別
改
帳
」
な
ど
か
ら
復

十
八
世
紀
中
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
陸
奥
国
会
津
郡
金
井
沢
村

に
お
け
る
稲
の
作
況
記
録

下

│
│
室
井
家
文
書
「
作
毛
位
付
帳
」（
明
治
六
年
か
ら
大
正
五
年
ま
で
）
│
│

川

口

洋
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原
で
き
る
人
口
指
標
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
八
世
紀
か
ら

約
一
世
紀
に
亘
る
北
関
東
以
北
に
お
け
る
人
口
減
少
の
主
要
因
と

考
え
ら
れ
て
き
た
冷
害
に
伴
う
凶
作
・
飢
饉
の
実
像
に
迫
る
可
能

性
を
拓
く
こ
と
が
で
き
る
（
川
口
、
二
〇
二
一
Ｂ
）。

会
津
地
方
周
辺
の
五
〇
年
以
上
に
亘
る
稲
の
作
況
記
録
と
し
て

は
、
①
福
島
県
福
島
市
小
倉
寺
の
「
村
内
年
々
前
見
記
帳
」（
福

島
県
、
一
九
六
五：

八
七
四
〜
八
八
二
頁
）、
②
山
形
県
酒
田
市

豊
原
の
「
稲
歩
刈
帳
」、「
歩
刈
成
績
表
」、「
坪
刈
成
績
綴
」（
豊

原
研
究
会
編
、
一
九
七
八：

五
一
七
〜
六
〇
二
頁
）、
③
新
潟
県

魚
沼
市
湯
之
谷
芋
川
、
星
家
の
「
大
福
種
子
帳
」
と
「
大
福
稲
苅

帳
」（
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、
一
九
三
九
）、
④
栃
木
県
大

田
原
市
河
原
、
関
谷
家
の
「
籾
取
高
覚
帳
」（
岸
、
一
九
四
七
）、

⑤
青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
中
野
、
中
嶋
家
の
「
坪
刈
帳
」（
長

谷
・
佐
々
木
・
菅
、
一
九
八
三：

二
一
三
頁
）、
⑥
山
形
県
上
山

市
高
松
、
加
藤
家
の
「
稲
苅
覚
帳
」（
柏
倉
・
山
崎
編
、
一
九
五

五：

五
〜
三
二
頁
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。

右
に
あ
げ
た
稲
の
作
況
記
録
の
な
か
で
、
金
井
沢
村
の
「
作
毛

位
付
帳
」
は
、
⑴
記
録
期
間
が
十
八
世
紀
中
期
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
ま
で
一
世
紀
を
超
え
る
長
期
間
に
亘
る
点
、
⑵
作
成
主
体
が
③

〜
⑥
の
よ
う
な
個
別
農
家
で
は
な
く
、
①
・
②
の
よ
う
に
江
戸
時

代
以
来
の
村
（
区
）
で
あ
る
点
、
⑶
一
升
当
た
り
の
籾
重
量
を
十

八
世
紀
中
期
か
ら
記
録
し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。

本
史
料
所
載
の
一
升
籾
重
量
は
、
三
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、

計
測
精
度
を
慎
重
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
現
在
ま
で

に
報
告
さ
れ
て
い
る
歩
刈
帳
（
坪
刈
帳
）
の
な
か
で
最
古
・
最
長

級
の
記
録
で
あ
る
。
金
井
沢
村
で
は
、
中
部
地
方
よ
り
一
世
紀
以

上
早
い
十
八
世
紀
中
期
か
ら
、
米
の
収
量
だ
け
で
は
な
く
、
質
を

意
識
し
て
、
稔
実
度
、
乾
燥
度
、
品
種
の
特
性
な
ど
の
影
響
を
受

（
�
）

け
る
一
升
籾
重
量
の
記
録
を
始
め
た
可
能
性
が
あ
る
。

会
津
郡
金
井
沢
村
・
福
米
沢
村
を
含
む
若
松
県
は
、
明
治
九

（
一
八
七
六
）
年
８
月
２１
日
に
福
島
県
に
合
併
さ
れ
た
（
田
島
町

史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
一：

四
四
頁
）。
明
治
十
二
（
一
八
七

九
）
年
１
月
２７
日
に
、
会
津
郡
は
、
南
会
津
郡
と
北
会
津
郡
に
分

割
さ
れ
た
（
田
島
町
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
一：

一
三
七
頁
）。

町
村
制
へ
の
移
行
に
伴
い
、
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
４
月
１

日
に
、
南
会
津
郡
高
野
村
、
塩
江
村
、
福
米
沢
村
、
金
井
沢
村
、

静
川
村
、
針
生
村
の
六
カ
村
が
合
併
し
て
南
会
津
郡
檜
沢
村
と
な

っ
た
（
田
島
町
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
一：

一
五
一
頁
）。
檜
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沢
村
は
、
江
戸
時
代
の
高
野
組
と
同
じ
範
囲
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
史
料
の
概
要
、
一
歩
の
面
積
、
籾
の
重
量
、
稲
の

品
種
、
歩
刈
の
行
わ
れ
た
時
期
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
、

稲
の
作
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
稿
で
は
、
新
暦
に
換
算
し
た

月
日
を
算
用
数
字
、
そ
れ
以
外
を
漢
数
字
で
示
す
。
室
井
家
文
書

の
史
料
は
、
初
出
時
に
奥
会
津
博
物
館
が
付
し
た
資
料
番
号
を
示

す
（
南
会
津
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
〇
）。

一

史
料
の
概
要

「
作
毛
位
付
帳
」
に
は
、
厚
紙
の
表
紙
に
続
い
て
、
金
井
沢
村

の
作
況
記
録
が
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
か
ら
明
治
十
六
（
一

八
八
三
）
年
ま
で
降
順
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
十
六
年
の
作

況
記
録
の
後
に
、
隣
接
す
る
福
米
沢
村
の
作
況
記
録
が
、
明
治
一

〇
年
か
ら
大
正
四
年
ま
で
昇
順
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後

に
、
金
井
沢
村
の
作
況
記
録
が
明
治
一
〇
年
か
ら
明
治
六
年
ま
で

降
順
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
か
ら
明

治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
至
る
三
二
年
間
の
金
井
沢
村
に
お
け
る

作
況
記
録
は
散
逸
し
て
い
る
。

福
米
沢
村
の
作
況
記
録
冒
頭
に
は
、
表
紙
裏
の
注
記
や
天
明
三

年
の
作
況
記
録
と
同
筆
で
、「（
参
照
）
自
明
治
十
年
至
大
正
四
年

歩
苅

第
十
七
区
福
米
澤
（
大
正
五
年
八
月
十
四
日
写
）」
と
書

か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
十
二
代
当
主
の
室
井
平
蔵
氏
が
、
大

正
五
（
一
九
一
六
）
年
８
月
１４
日
、
あ
る
い
は
９
月
１１
日
に
、
福

米
沢
村
の
作
況
記
録
を
書
写
し
て
、
金
井
沢
村
の
明
治
十
年
と
明

（
�
）

治
十
六
年
の
作
況
記
録
の
間
に
合
綴
し
た
と
み
ら
れ
る
。

室
井
平
蔵
氏
が
、
右
の
補
填
を
行
い
、
宝
暦
期
か
ら
天
保
期
の

作
況
記
録
に
一
升
籾
重
量
を
補
筆
し
て
、
厚
紙
の
表
紙
を
付
け
、

「
作
毛
位
付
帳
」
が
現
在
の
状
況
に
な
っ
た
時
期
は
、
大
正
五
年

八
月
二
六
日
（
９
月
２３
日
）
に
行
わ
れ
た
歩
刈
以
降
で
あ
る
。

金
井
沢
村
の
作
況
記
録
の
う
ち
明
治
六
、
七
年
に
は
、
年
月
日

に
続
い
て
「
内
歩
刈
」、
地
租
改
正
の
た
め
に
地
押
・
丈
量
が
行

わ
れ
た
後
の
明
治
八
、
九
年
に
は
「
歩
刈
」、
福
米
沢
村
の
作
況

記
録
冒
頭
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
歩
苅
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
の
金
井
沢
村
に
お
け
る
作
況
記
録

を
つ
ぎ
に
示
す
。

【
史
料
一
】「
作
毛
位
付
帳
」（
室
井
家
文
書
、
四
一
九
六
）
よ
り

明
治
二
五
年
の
記
録
を
抜
粋

― １４５ ―



明
治
二
十
五
年

旧
八
月
二
日

字
石
田

上

九
十
株

一
、
烏
わ
せ

壱
升
四
合
六
勺
五
才

星
久
吾

一
升

二
百
五
十
八
匁

字
沢
田

中

百
四
株

一
、
白
稲

壱
升
七
合
八
勺
七
才

星
春
吉

又
ハ
善
作
わ
せ
ト
モ
云
フ
。

一
升

二
百
七
十
三
匁

字
砂
田

下

百
十
二
株

一
、
山
口

壱
升
七
合
七
才

室
井
吉
松

一
升

二
百
八
十
三
匁

宿
元

区
長

君
島
徳
義
』

史
料
一
に
は
、
歩
刈
を
行
っ
た
年
月
日
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ

た
水
田
の
小
字
名
、
水
田
の
等
級
、
稲
の
株
数
、
稲
の
品
種
、
籾

の
容
積
、
地
主
名
、
一
升
籾
重
量
が
、
上
中
下
の
三
カ
所
で
記
録

さ
れ
て
、
末
尾
に
宿
元
・
区
長
の
氏
名
が
書
か
れ
て
い
る
。

表
紙
裏
の
注
記
に
、「
明
治
ニ
ナ
リ
テ
概
ネ
左
ノ
如
シ
。（
中

略
）
枡
目
、
重
量
共
籾
に
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
籾
の
容

積
と
一
升
籾
重
量
が
記
録
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
小
字
名
下
部
の

「
上
」「
中
」「
下
」
は
、
六
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
上
田
、
中

田
、
下
田
と
い
う
水
田
の
等
級
を
示
す
。「
宿
元
」
と
は
、
歩
刈

の
た
め
に
脱
穀
や
計
量
の
場
所
を
提
供
し
た
家
と
考
え
た
い
。

金
井
沢
村
の
作
況
記
録
に
は
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
の

地
主
に
加
え
て
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
か
ら
、
世
話
掛
、
用

掛
、
伍
長
、
当
役
、
人
足
、
小
走
、
鎌
取
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
金
井
沢
村
ほ
か
六
カ
村
が
合
併
し
て
檜
沢
村
が
発
足
し
た
翌

年
の
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
か
ら
は
、
区
長
、
当
役
、
人

足
、
小
走
の
氏
名
が
作
況
記
録
末
尾
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
明
治
・
大
正
期
の
金
井
沢
村
に
お
け
る
歩
刈
の
実
施
主
体

は
、
江
戸
時
代
以
来
の
村
（
区
）
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

二

一
歩
の
面
積

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
の
作
況
記
録
に
は
、「
上
中
弐
鎌
旧

竿
ニ
而
刈
取
、
改
正
新
竿
六
尺
一
分
ニ
い
た
し
彦
平
田
壱
鎌
刈
取

候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
彦
平
の
水
田
一
歩
を
計
測
し
た
「
改
正

新
竿
」
は
、
六
尺
一
分
を
一
間
と
す
る
間
竿
で
あ
る
。
明
治
九
年

ま
で
金
井
沢
村
で
歩
刈
の
対
象
と
な
る
水
田
一
歩
を
計
測
し
て
き

た
「
旧
竿
」
は
、
一
間＝

六
尺
一
分
の
「
改
正
新
竿
」
で
は
な
か
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っ
た
。

若
松
県
か
ら
布
告
さ
れ
た
地
租
改
正
の
た
め
の
丈
量
に
用
い
る

一
間
の
長
さ
を
規
定
し
た
史
料
を
つ
ぎ
に
示
す
。

【
史
料
二
】「
地
租
改
正
心
得
布
告
別
報
第
四
號

明
治
八
年
四

月
」（
会
津
若
松
市
立
図
書
館
所
蔵
、
遠
藤
家
文
書
、
若
松
県
通

達
、
管
内
布
告
（
請
求
番
号：

十
三
│
二
│
五
〇
））

地
租
改
正
心
得
布
告
別
報
第
四
號

明
治
八
年
四
月

今
般
地
租
改
正
調
方
説
諭
の
儀
に
付
、
下
調
よ
り
心
得
方
の

儀
、
左
の
通
申
出
候
間
、
心
得
と
し
て
相
達
候
事
。

地
租
改
正
調
方
手
續
書
（
第
一
條
か
ら
第
四
條
は
省
略
）

第
五
條

従
前
検
地
の
節
、
六
尺
三
寸
、
六
尺
壹
分
の
間
竿
有
之
。
一

村
内
二
様
に
て
は
、
後
来
紛
紜
を
生
す
る
基
に
付
、
強
て
差

支
無
之
村
々
ハ
、
成
る
へ
く
六
尺
壱
分
の
間
竿
を
以
相
改
可

申
旨
、
先
般
懇
々
御
説
諭
に
相
成
候
處
、
い
ま
た
了
解
せ
さ

る
も
の
も
有
之
趣
、
抑
従
前
乃
艸
高
ハ
悉
皆
御
廃
止
に
相
』

成
、
今
般
改
て
地
價
に
よ
り
地
租
を
納
る
こ
と
な
れ
ば
、
右

間
竿
の
長
短
さ
は
、
聊
係
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。
假
令
ハ
元
六

尺
三
寸
竿
に
て
壹
反
歩
の
地
面
、
六
尺
壹
分
を
以
改
、
反
別

壹
反
二
畝
歩
に
な
る
と
も
、
素
収
穫
米
壹
石
な
ら
ハ
、
改
て

も
矢
張
壹
石
な
る
へ
し
。
然
ら
ハ
敢
て
反
別
の
名
稱
に
よ
り

地
租
の
増
減
等
ハ
絶
て
な
き
筈
は
れ
は
、
能
々
考
ひ
了
解
す

へ
し
。（
第
六
條
以
下
は
省
略
）

史
料
二
に
よ
れ
ば
、
若
松
県
下
の
村
々
で
は
、
六
尺
三
寸
、
ま

た
は
六
尺
一
分
を
一
間
と
す
る
二
種
類
の
間
竿
で
検
地
が
行
わ
れ

て
い
た
。
地
租
改
正
の
た
め
の
丈
量
で
は
、
混
乱
を
避
け
る
た

め
、
六
尺
一
分
を
一
間
と
す
る
間
竿
に
統
一
す
る
よ
う
、
若
松
県

が
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
４
月
に
指
示
し
て
い
る
。

金
井
沢
村
周
辺
で
は
、
地
租
改
正
の
た
め
の
地
押
・
丈
量
が
明

治
八
年
４
月
２３
日
に
着
手
さ
れ
て
、
１０
月
６
日
に
完
了
し
た
（
田

（
�
）

島
町
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
一：

六
三
〜
六
六
頁
）。
明
治
九

年
の
作
況
記
録
に
あ
る
「
改
正
新
竿
」
と
は
、
若
松
県
が
指
定
し

た
六
尺
一
分
を
一
間
と
す
る
間
竿
を
示
す
と
み
ら
れ
る
。

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
ま
で
、
歩
刈
の
対
象
と
な
る
水
田
一

歩
（
一
坪
）
の
面
積
を
測
っ
て
い
た
「
旧
竿
」
の
一
間
を
六
尺
三

寸＝

約
一
．
九
〇
九
ｍ
と
仮
定
す
る
と
、
一
歩
の
面
積
は
約
三
．
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六
四
五
㎡
と
な
る
。
一
方
、
六
尺
一
分＝

約
一
．
八
二
一
ｍ
を

一
間
と
す
る
「
改
正
新
竿
」
で
計
測
し
た
一
歩
の
面
積
は
約

三
．
三
一
七
㎡
で
あ
る
。「
旧
竿
」
で
計
測
し
た
一
歩
の
面
積

は
、「
改
正
新
竿
」
で
計
測
し
た
面
積
よ
り
〇
．
三
二
八
㎡
、

約
一
割
も
広
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

三

籾
の
重
量

史
料
散
逸
分
を
除
く
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
か
ら
大
正
五

（
一
九
一
六
）
年
に
至
る
三
六
年
間
の
金
井
沢
村
に
お
け
る
作

況
記
録
に
は
、
一
歩
の
水
田
か
ら
収
穫
さ
れ
た
一
升
当
た
り
の

籾
重
量
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
籾
の
総
重
量
は
記
録
さ
れ
て
い

な
い
。
一
升
籾
重
量
は
、
一
四
〇
匁
か
ら
三
一
五
匁
の
間
に
分

散
し
て
い
る
（
表
１
）。
凶
作
の
た
め
に
作
況
が
記
録
さ
れ
て

い
な
い
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
二
カ
所
を
除
き
、
明

治
・
大
正
期
に
歩
刈
が
行
わ
れ
た
一
〇
六
カ
所
の
う
ち
、
一
升

籾
重
量
の
一
桁
目
が
〇
で
あ
る
も
の
が
五
一
カ
所
（
四
八
％
）、

五
で
あ
る
も
の
が
二
七
カ
所
（
二
五
％
）、
〇
と
五
以
外
で
あ

る
も
の
が
二
八
カ
所
（
二
六
％
）
で
あ
り
、
明
ら
か
に
偏
り
が

み
ら
れ
る
。

表 1 金井沢村における籾 1升当たりの重量

籾 1升当たりの重量別歩刈実施カ所
240匁：1カ所，270匁：1，275匁：1，276匁：
1，280匁：2，281匁：1，285匁：1，286匁：1，
290匁：3，295匁：1，300匁：2
140匁：1カ所，150匁：1，170匁：1，228匁：
1，235匁：2，249匁：1，250匁：5，258匁：1，262
匁：1，264匁：1，265匁：1，267匁：1，268
匁：1，270匁：1，273匁：1，283匁：1，290
匁：3，292匁：2，295匁：1，300匁：3
200匁：1カ所，220匁：2，230匁：1，240匁：
2，242匁：1，244匁：1，245匁：3，250匁：2，252
匁：1，259匁：1，265匁：2，270匁：3，271
匁：1，275匁：1，291匁：1，295匁：2，310
匁：1，311匁：1，315匁：1，記載なし：2
200匁：1カ所，210匁：1，215匁：1，216匁：
1，220匁：2，225匁：3，227匁：1，230匁：2，234
匁：1，235匁：2，241匁：2，254匁：2，255匁：
2，260匁：1，270匁：2，275匁：2，280匁：3，
290匁：1，295匁：1，300匁：1，310匁：1

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 6（1873）年～明治 10（1877）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 5（1916）年
（明治 43年～大正元年欠）
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福
米
沢
村
の
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
か
ら
明
治
四
二
（
一

九
〇
九
）
年
ま
で
の
作
況
記
録
に
は
、
一
歩
の
水
田
か
ら
収
穫
さ

れ
た
籾
の
総
重
量
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
升
籾
重
量
は
記
録
さ

れ
て
い
な
い
。
歩
刈
が
行
わ
れ
た
九
九
カ
所
の
う
ち
、
籾
総
重
量

の
一
桁
目
が
〇
で
あ
る
も
の
が
四
〇
カ
所
（
四
〇
％
）、
五
で
あ

る
も
の
が
十
八
カ
所
（
十
八
％
）、
〇
と
五
以
外
で
あ
る
も
の
が

四
一
カ
所
（
四
一
％
）
で
あ
り
、
大
き
な
偏
り
が
み
ら
れ
る
。

福
米
沢
村
で
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら
大
正
四
（
一
九

一
五
）
年
ま
で
に
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
十
八
カ
所
の
う
ち
十
七

カ
所
で
は
、
一
升
籾
重
量
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
籾
総
重
量
は
記

録
さ
れ
て
い
な
い
。
一
升
籾
重
量
は
、
二
一
五
匁
か
ら
三
六
五
匁

の
間
に
分
散
し
て
い
る
。
十
七
カ
所
の
う
ち
、
一
升
籾
重
量
の
一

桁
目
が
〇
で
あ
る
も
の
が
七
カ
所
（
四
一
％
）、
五
で
あ
る
も
の

が
五
カ
所
（
二
九
％
）、
〇
と
五
以
外
で
あ
る
も
の
が
五
カ
所

（
二
九
％
）
で
あ
り
、
明
瞭
な
偏
り
が
確
認
で
き
る
。

明
治
・
大
正
期
の
金
井
沢
村
と
福
米
沢
村
で
記
録
さ
れ
て
い
る

一
升
籾
重
量
と
籾
総
重
量
の
一
桁
目
の
数
値
に
は
、
宝
暦
九
（
一

七
五
九
）
年
か
ら
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
に
至
る
金
井
沢
村

の
作
況
記
録
と
同
様
、
大
き
な
偏
り
が
み
ら
れ
る
た
め
、
計
測
精

度
に
は
疑
義
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
升
籾
重
量
や
籾
総
重
量
で

は
な
く
、
籾
の
容
積
で
作
況
を
検
討
す
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

四

稲
の
品
種

金
井
沢
村
で
明
治
・
大
正
期
の
三
六
年
間
に
歩
刈
の
対
象
と
な

っ
た
稲
の
品
種
は
、
本
明
返
り
、
本
明
（
本
妙
）、
半
上
石

（
穀
）、
白
子
、
善
作
わ
せ
、
白
わ
せ
、
赤
わ
せ
、
を
く
ぼ
、
豊

後
、
稲
太
郎
、
奥
柴
田
、
岩
下
、
岩
下
稲
、
大
竹
稲
、
大
黒
、
万

倍
、
白
稲
、
軽
子
わ
せ
、
か
る
こ
、
烏
わ
せ
、
山
口
、
せ
き
や

ま
、
大
倉
、
の
と
、
清
水
で
あ
る
（
表
２
│

１
）。

史
料
一
に
は
「
白
稲

又
ハ
善
作
わ
せ
ト
モ
云
フ
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
同
じ
品
種
を
異
な
る
品
種
名
で
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
品
種
名
だ
け
を
根
拠
に
品
種
の
異
同
を
判
断
す
る
の

は
早
計
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
旧
稿
で
検
討
し
た
十
八
世
紀
後
半

の
四
二
年
間
に
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
八
種
類
の
品
種
名
に
対
し

て
、
十
九
世
紀
前
半
・
後
半
に
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
品
種
名
が

著
し
く
増
加
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

金
井
沢
村
で
三
六
年
間
に
歩
刈
が
行
わ
れ
た
一
〇
八
カ
所
の
う
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表 2-1 金井沢村で歩刈の対象となった稲の品種

稲の品種別歩刈実施カ所
白子：5カ所，清水：3，赤わせ：2，のと：2，せ
きやま：1，大倉：1，からす：1

烏わせ：1カ所，白稲：1，山口：1，半上石：1，
白子：1，半上石：1，岩下：1，不記載：23

本明返り：6カ所，本明：4，万倍：3，半上石：
2，白稲：2，岩下稲：1，岩下：1，大竹稲：1，
軽子わせ：1，かるこ：1，烏わせ：1，本妙：1，
不記載：6
善作わせ：3カ所，白わせ：2，万ばい：1，をく
ぼ：1，半上穀：1カ所，本明返り：1，豊後：1，
赤わせ：1，稲太郎：1，奥柴田：1，岩下：1，大
黒：1，不記載：18

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 6（1873）年～明治 10（1877）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 5（1916）年
（明治 43年～大正元年欠）

表 2-2 福米沢村で歩刈の対象となった稲の品種

稲の品種別歩刈実施カ所
虫喰ず：5カ所，わせ大黒：3，大黒：3，奥ぼ：
2，本明：2，清水：1，小竹もち：1，小塩わせ：
1
白しね：6カ所，虫喰ズ：3，小塩わせ：3，山口
わせ：2，半上石（はん上石）：2，大黒：2，上へ
田：1，植田：1，タハズ：1，稲鳥わせ：1，奥
ぼ：1，白稲：1，烏わせ：1，大倉：1，不記載：
4
かる子（かるこ）：4カ所，白稲：3，三度替り
（三度代り、三度かハリ）：5，三戸かわり：1，三
度返り：1，半上穀（はんじょうこく）：2，半上
穀カルホ交り：1，山口ワセ：1，ヲクボ：1，相
馬ヲクボ：1，大丈白稲：1，白しね：1，梅三
郎：1，大黒：1，越後ほん明：1，本明：1，金
州：1，有子：1，不記載：2
元治郎わせ：8カ所，半上石：5，梅三郎もち（梅
三郎もチ）：4，白稲：4，文吾：3，おくぼ：2，
ソヲマボ：2，相馬芒：1，シンシウ：1，エチゴ
本明：1，三度変り：1，能固：1，元治郎白わ
せ：1，両原白わせ：1，ジックリわせ：1，関東
わせ：1，里わせ：1，上田：1

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 10（1877）年～明治 15（1882）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 4（1915）年
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ち
、
四
七
カ
所
（
四
四
％
）
の
品
種
名
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

品
種
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
六
一
カ
所
の
う
ち
、
本
明
返
り
が
七

カ
所
（
十
一
％
）、
白
子
が
六
カ
所
（
一
〇
％
）、
本
明
（
本
妙
）

が
五
カ
所
（
八
％
）
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
福
米
沢
村
で
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
か
ら
大
正
四

（
一
九
一
五
）
年
に
至
る
三
九
年
間
に
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
稲

の
品
種
は
、
大
黒
、
わ
せ
大
黒
、
か
る
こ
（
か
る
子
）、
虫
喰
ず
、

清
水
、
奥
ぼ
（
お
く
ぼ
）、
本
明
、
越
後
ほ
ん
明
、
上
へ
田
（
植

田
、
上
田
）、
大
倉
、
タ
ハ
ズ
、
半
上
石
（
半
上
穀
、
は
ん
じ
ょ

う
こ
く
）、
半
上
穀
カ
ル
ホ
交
り
、
白
し
ね
、
白
稲
、
大
丈
白
稲
、

三
度
替
り
（
三
度
代
り
、
三
戸
か
わ
り
、
三
度
返
り
）、
梅
三
郎
、

梅
三
郎
も
ち
、
小
竹
も
ち
、
金
州
、
相
馬
ヲ
ク
ボ
、
ソ
ウ
マ
ボ

（
相
馬
芒
）、
有
子
、
文
吾
、
能
固
、
シ
ン
シ
ウ
、
小
塩
わ
せ
、
烏

わ
せ
、
稲
鳥
わ
せ
、
山
口
わ
せ
、
元
治
郎
わ
せ
、
元
治
郎
白
わ

せ
、
両
原
白
わ
せ
、
ジ
ッ
ク
リ
わ
せ
、
関
東
わ
せ
、
里
わ
せ
で
あ

る
（
表
２
│

２
）。

福
米
沢
村
で
歩
刈
が
行
わ
れ
た
一
一
七
カ
所
の
う
ち
、
六
カ
所

（
五
％
）
の
品
種
名
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
品
種
名
が
記
録
さ

れ
て
い
る
一
一
一
カ
所
の
う
ち
、
白
稲
（
白
し
ね
）
が
十
四
カ
所

（
十
三
％
）、
半
上
石
（
半
上
穀
、
は
ん
じ
ょ
う
こ
く
）
が
九
カ
所

（
八
％
）、
元
治
郎
わ
せ
が
八
カ
所
（
七
％
）
で
栽
培
さ
れ
て
い

た
。金

井
沢
村
と
福
米
沢
村
で
同
年
代
に
共
通
に
栽
培
さ
れ
て
い
た

品
種
は
、
明
治
十
六
〜
二
五
年：

白
い
ね
（
白
し
ね
）
と
半
上

石
、
明
治
二
六
〜
三
五
年：

か
る
こ
（
か
る
子
）、
白
稲
（
白
し

ね
）、
本
明
、
半
上
石
（
半
上
穀
）、
明
治
三
六
年
〜
大
正
五
年：

を
く
ぼ
（
お
く
ぼ
）、
半
上
石
（
半
上
穀
）、
豊
後
（
文
吾
）
に
と

ど
ま
る
。
隣
接
す
る
両
村
で
は
、
品
種
名
の
異
な
る
多
様
な
稲
が

栽
培
さ
れ
て
い
た
。

福
米
沢
村
の
同
一
小
字
・
地
番
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
品
種
名
を

つ
ぎ
に
列
挙
す
る
。

三
十
刈
四
二
〇
番
で
は
、
烏
わ
せ
（
明
治
十
七
年
）
↓
小
塩
わ

せ
（
明
治
十
八
年
）
↓
半
上
石
（
明
治
十
九
年
）
↓
稲
鳥
わ
せ

（
明
治
二
〇
年
）
↓
虫
喰
ず
（
明
治
二
一
年
）
↓
大
黒
（
明
治
二

二
年
）
↓
山
口
わ
せ
（
明
治
二
四
〜
二
六
年
）
↓
半
上
穀
カ
ル
ホ

交
リ
（
明
治
二
七
年
）
↓
か
る
子
（
明
治
二
八
年
）
↓
半
上
石

（
明
治
三
八
年
）
↓
梅
三
郎
も
ち
（
明
治
三
九
年
）
↓
お
く
ぼ

（
明
治
四
〇
年
）
↓
ジ
ッ
ク
リ
わ
せ
（
明
治
四
一
年
）
が
栽
培
さ
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れ
て
い
た
。

三
十
刈
四
五
〇
番
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
品
種
は
、
元
治
郎
わ
せ

（
明
治
四
二
・
四
三
年
）
↓
半
上
石
（
明
治
四
四
年
、
大
正
元
年
）

↓
梅
三
郎
モ
チ
（
大
正
二
年
）
↓
上
田
（
大
正
三
年
）
↓
梅
三
郎

も
ち
（
大
正
四
年
）
で
あ
る
。

下
川
原
六
三
〇
番
で
は
、
小
塩
わ
せ
（
明
治
二
〇
年
）
↓
白
し

ね
・
白
稲
（
明
治
二
一
・
二
二
・
二
四
〜
二
七
年
）
↓
三
度
替
リ

（
明
治
二
八
年
）
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

下
川
原
六
二
九
番
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
品
種
は
、
梅
三
郎
も
ち

（
明
治
四
二
年
）
↓
関
東
わ
せ
（
明
治
四
三
年
）
↓
白
稲
（
明
治

四
四
年
、
大
正
元
〜
三
年
）
↓
文
吾
（
大
正
四
年
）
で
あ
る
。

風
下
一
二
九
番
で
は
、
白
し
ね
（
明
治
二
二
年
）
↓
は
ん
上
こ

く
（
明
治
二
四
年
）
↓
虫
喰
ズ
（
明
治
二
五
年
）
↓
半
上
穀
（
明

治
二
六
年
）
↓
三
度
替
り
（
明
治
二
七
年
）
↓
か
る
子
（
明
治
二

八
年
）
↓
か
る
こ
（
明
治
三
一
年
）
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

風
下
二
二
七
番
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
品
種
は
、
ソ
ヲ
マ
ボ
（
明

治
三
六
年
）
↓
元
治
郎
わ
せ
（
明
治
三
七
年
）、
相
馬
芒
（
明
治

三
八
年
）、
元
治
郎
わ
せ
（
明
治
三
九
・
四
〇
年
）
↓
両
原
白
わ

せ
（
明
治
四
一
年
）
↓
元
治
郎
わ
せ
（
明
治
四
二
・
四
三
年
）
↓

半
上
石
（
明
治
四
四
年
）
↓
里
わ
せ
（
大
正
元
年
）
↓
半
上
石

（
大
正
二
年
）
↓
文
吾
（
大
正
三
・
四
年
）
で
あ
る
。

右
に
列
記
し
た
同
一
小
字
・
地
番
の
水
田
で
は
、
ほ
ぼ
毎
年
、

異
な
る
品
種
名
の
稲
が
作
付
け
さ
れ
て
い
た
。
六
カ
所
の
水
田
で

は
、
品
種
名
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
み
ら
れ
な
い
。

「
作
毛
位
付
帳
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
豊
後
（
文
吾
）
は
、
貞

享
元
（
一
六
八
四
）
年
に
若
松
近
郊
に
位
置
す
る
會
津
郡
幕
内
村

の
佐
瀬
与
次
右
衛
門
が
著
し
た
『
會
津
農
書
』
に
み
え
る
山
間
の

集
落
に
近
い
黄
真
土
田
、
黒
真
土
田
、
白
真
土
田
の
水
田
に
適
す

る
中
生
早
稲
と
同
名
で
あ
る
（
山
田
・
飯
沼
・
岡
、
一
九
八
二：

二
四
〜
二
五
頁
）。
白
稲
（
白
し
ね
）
は
、『
會
津
農
書
』
に
示
さ

れ
る
山
間
の
卑
泥
田
に
適
す
る
晩
稲
と
同
名
で
あ
る
（
山
田
・
飯

沼
・
岡
、
一
九
八
二：

二
七
頁
）。

大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
南
會
津
郡
誌
』
に

は
、「
本
郡
内
ニ
栽
培
セ
ラ
ル
ゝ
水
稲
ノ
品
種
」
の
早
稲
と
し
て

本
明
返
リ
、
白
早
生
、
稲
太
郎
、
輕
子
と
い
っ
た
粳
稲
、
中
稲
と

し
て
豊
後
、
能
登
、
上
田
、
大
黒
、
三
度
返
が
あ
が
っ
て
お
り
、

金
井
沢
や
福
米
沢
が
所
属
す
る
檜
沢
村
で
も
、
白
早
稲
、
大
黒
、

輕
子
、
豊
後
、
關
山
、
稲
太
郎
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
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で
き
る
（
福
島
縣
南
會
津
郡
役
所
、
一
九
一
四：

二
〇

九
頁
）。五

歩
刈
の
行
わ
れ
た
時
期

金
井
沢
村
で
は
、
史
料
散
逸
分
を
除
く
明
治
六
（
一

八
七
三
）
年
か
ら
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
至
る
三

六
年
間
に
、
歩
刈
実
施
月
日
を
旧
暦
で
記
録
し
て
い
る

の
が
十
九
年
間
、
新
暦
で
記
録
し
て
い
る
の
が
九
年
間

（
明
治
六
〜
一
〇
・
十
六
〜
十
八
・
二
〇
年
）、
新
旧
両

暦
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
が
四
年
間
（
明
治
二
一
・
二

二
・
三
〇
・
三
一
年
）、
実
施
月
日
不
記
載
が
四
年
間

（
明
治
三
六
・
三
九
年
、
大
正
二
・
三
年
）
で
あ
る
。

金
井
沢
村
で
は
、
大
正
期
ま
で
歩
刈
実
施
月
日
を
旧
暦

で
記
録
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

明
治
・
大
正
期
の
金
井
沢
村
で
は
、
９
月
２１
日
（
明

治
六
年
）
か
ら
９
月
２５
日
（
明
治
八
年
）
ま
で
の
期
間

に
歩
刈
が
行
わ
れ
た
（
表
３
│

１
）。
９
月
２３
日
に
歩
刈

が
実
施
さ
れ
た
の
は
十
九
年
間
（
五
三
％
）、
９
月
２４

日
に
実
施
さ
れ
た
の
が
七
年
間
（
十
九
％
）、
９
月
２２

表 3-1 金井沢村で歩刈の実施された時期

歩刈実施月日（西暦）別年数
9月 21日：1年，9月 23日：2，
9月 24日：1，9月 25日：1
9月 22日：2年，9月 23日：7，
9月 24日：1
9月 22日：1年，9月 23日：7，
9月 24日：2
9月 23日：3年，9月 24日：4，
不記載：4

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 6（1873）年～明治 10（1877）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 5（1916）年
（明治 43年～大正元年欠）

表 3-2 福米沢村で歩刈の実施された時期

歩刈実施月日（西暦）別年数
9月 23日：3年，不記載：2
9月 22日：1年，9月 23日：7，
9月 24日：1，9月 27日：1
9月 22日：1年，9月 23日：7，
9月 24日：2
9月 23日：4年，9月 24日：10

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代
明治 10（1877）年～明治 15（1882）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 4（1915）年
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日
に
実
施
さ
れ
た
の
が
三
年
間
（
八
％
）
で
あ
る
。
中
田
と
下
田

に
「
未
熟
不
製
」
と
記
さ
れ
て
、
籾
の
容
積
と
一
升
籾
重
量
が
記

録
さ
れ
な
か
っ
た
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
も
、
９
月
２４
日

に
歩
刈
が
実
施
さ
れ
た
。
金
井
沢
村
で
は
、
明
治
初
期
か
ら
、
原

則
と
し
て
彼
岸
の
中
日
に
歩
刈
が
行
わ
れ
る
定
時
観
測
に
な
っ

た
。一

方
、
福
米
沢
村
で
は
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
か
ら
大

正
四
（
一
九
一
五
）
年
ま
で
の
三
九
年
間
に
、
歩
刈
実
施
月
日
を

旧
暦
で
記
録
し
て
い
る
の
が
十
一
年
間
（
明
治
十
一
・
二
〇
・
二

三
・
二
六
・
二
七
・
三
一
〜
三
六
年
）、
新
暦
で
記
録
し
て
い
る

の
が
二
六
年
間
、
実
施
月
日
不
記
載
が
二
年
間
（
明
治
一
〇
・
十

四
年
）
で
あ
る
。
金
井
沢
村
と
異
な
り
、
福
米
沢
村
で
は
、
明
治

一
〇
年
か
ら
歩
刈
実
施
月
日
を
新
暦
で
記
録
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。明

治
・
大
正
期
の
福
米
沢
村
で
は
、
９
月
２２
日
（
明
治
二
一
、

二
九
年
）
か
ら
９
月
２７
日
（
明
治
二
二
年
）
ま
で
の
期
間
に
歩
刈

が
行
わ
れ
た
（
表
３
│

２
）。
９
月
２３
日
に
歩
刈
が
行
わ
れ
た
の
は

二
一
年
間
（
五
四
％
）、
９
月
２４
日
に
実
施
さ
れ
た
の
が
十
三
年

間
（
三
三
％
）、
９
月
２２
日
に
実
施
さ
れ
た
の
が
二
年
間
（
五
％
）

で
あ
る
。
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
三
カ
所
と
も
、
籾
の
収
量
が
五

合
を
下
回
っ
た
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
に
も
、
９
月
２４
日
に
歩

刈
が
実
施
さ
れ
た
。
金
井
沢
村
と
同
様
、
福
米
沢
村
で
も
、
明
治

初
期
か
ら
、
原
則
と
し
て
彼
岸
の
中
日
に
歩
刈
が
行
わ
れ
て
い

た
。

六

歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田

金
井
沢
村
で
は
、
史
料
散
逸
分
を
除
く
明
治
六
（
一
八
七
三
）

年
か
ら
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
ま
で
の
三
六
年
間
の
全
て
の
年

に
、
三
カ
所
で
歩
刈
が
行
わ
れ
て
い
た
（
表
４
│

１
）
明
治
六
・

七
・
三
一
〜
三
八
・
四
〇
〜
四
二
年
、
大
正
二
〜
四
年
の
十
六
年

間
に
は
、
上
田
、
中
田
、
下
田
の
各
一
カ
所
ず
つ
で
歩
刈
が
行
わ

れ
た
。
明
治
十
六
〜
二
〇
・
二
三
〜
三
〇
・
三
九
年
の
十
四
年
間

に
は
、
上
、
中
、
下
の
三
カ
所
に
お
け
る
歩
刈
の
結
果
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
上
、
中
、
下
は
、
上
田
、
中
田
、
下
田
と
同
義

と
考
え
た
い
。
明
治
期
以
降
の
金
井
沢
村
で
は
、
上
田
、
中
田
、

下
田
の
三
カ
所
で
歩
刈
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

金
井
沢
村
で
三
六
年
間
に
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
一
〇
八
カ
所

の
地
主
の
う
ち
、
頻
出
す
る
の
は
、
室
井
吉
松
が
二
八
回
（
二
六
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％
）、
星
春
吉
が
二
四
回
（
二
二
％
）、
星
久
吾
が
二
三
回
（
二
一

％
）、
野
中
弥
作
が
一
〇
回
（
九
％
）
で
あ
る
（
表
５
│

１
）。
歩

刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
の
地
主
は
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）

年
か
ら
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
ま
で
、
星
久
吾
、
星
春
吉
、

室
井
吉
松
の
三
人
に
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
か
ら
大
正
四

（
一
九
一
五
）
年
ま
で
、
野
中
弥
作
、
鈴
木
五
郎
八
、
室
井
吉
松

の
三
人
に
固
定
し
て
い
る
。

一
〇
八
カ
所
の
う
ち
、
六
一
カ
所
の
小
地
名
は
記
録
さ
れ
て
い

な
い
。
頻
出
す
る
の
は
、
沢
田
が
一
〇
カ
所
、
柿
下
が
八
カ
所
、

段
ノ
上
（
砂
田
段
ノ
上
を
含
む
）
が
六
カ
所
、
ま
ゝ
下
（
馬
場

ま
ゝ
下
、
大
道
は
た
ま
ゝ
下
、
沢
田
ま
ゝ
下
を
含
む
）
が
五
カ
所

で
あ
る
（
表
６
│

１
）。

金
井
沢
村
で
は
、
明
治
十
六
年
か
ら
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水

田
の
地
主
が
固
定
化
し
た
。
小
字
石
田
の
星
久
吾
ま
た
は
野
中
弥

作
、
小
字
沢
田
の
星
春
吉
ま
た
は
鈴
木
五
郎
八
、
小
字
砂
田
の
室

井
吉
松
が
所
有
す
る
三
カ
所
の
水
田
で
歩
刈
を
行
う
こ
と
が
、
村

の
慣
習
と
な
っ
た
た
め
に
、
小
地
名
が
記
録
さ
れ
な
く
な
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
毎
年
、
同
じ
水
田
で
歩
刈
が
行
な
わ
れ
て
い

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

一
方
、
福
米
沢
村
で
は
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
か
ら
大

正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
至
る
三
九
年
間
の
全
て
の
年
に
、
三
カ

所
で
歩
刈
が
行
わ
れ
た
（
表
４
│

２
）。
明
治
一
〇
・
十
一
年
に

は
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
の
小
字
名
の
上
部
に
、「
一

等
」、「
四
等
」、「
八
等
」
と
い
っ
た
水
田
の
等
級
と
み
ら
れ
る
記

表 4-1 金井沢村で歩刈の対象となった水田

歩刈実施箇所別年数
3カ所：5年
3カ所：10年
3カ所：10年

3カ所：11年

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代
明治 6（1873）年～明治 10（1877）年
明治 16（1883）年～明治 25（1892）年
明治 26（1893）年～明治 35（1902）年
明治 36（1903）年～大正 5（1916）年
（明治 43年～大正元年欠）

表 4-2 福米沢村で歩刈の対象となった水田

歩刈実施箇所別年数
3カ所：6年
3カ所：10年
3カ所：10年
3カ所：13年

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代
明治 10（1877）年～明治 15（1882）年
明治 16（1883）年～明治 25（1892）年
明治 26（1893）年～明治 35（1902）年
明治 36（1903）年～大正 4（1915）年
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録
が
あ
る
。
一
等
か
ら
三
等
ま

で
が
上
田
、
四
等
か
ら
七
等
ま

で
が
中
田
、
八
等
以
下
が
下
田

に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
。

福
米
沢
村
で
三
九
年
間
に
歩

刈
の
対
象
と
な
っ
た
一
一
七
カ

所
の
地
主
、
あ
る
い
は
作
主

（
小
作
人
）
の
う
ち
、
頻
出
す

る
の
は
、
室
井
豊
蔵
が
三
三
回

（
二
八
％
）、
室
井
政
八
が
二
一

回
（
十
八
％
）、
藤
沢
八
太
郎

が
十
六
回
（
十
四
％
）、
室
井

善
吉
が
十
三
回
（
十
一
％
）
で

あ
る
（
表
５
│

２
）。
と
く
に
明

治
三
六
年
以
降
に
歩
刈
の
対
象

と
な
っ
た
水
田
の
地
主
は
、
室

井
豊
蔵
、
室
井
政
八
、
藤
沢
八

太
郎
の
三
人
に
ほ
ぼ
固
定
さ
れ

る
。

表 5-2 福米沢村で歩刈の対象となった水田の地主

地主別歩刈実施カ所

室井しん：4カ所，無跡 沖右衛門：4，佐藤寅太
郎：3，室井豊蔵：2，湯田善八：2，児山求平：
1，児山利八：1，藤沢八郎治：1

室井豊蔵：10カ所，室井善吉：8，藤沢八太郎：
4，室井政八：3，湯田定蔵：2，湯田善八：2，藤
沢和七：1

室井豊蔵：8カ所，室井政八：5，藤沢和七：5，
室井善吉：5，藤沢八太郎：2，湯田定蔵：2，室
井徳太郎：1，室井徳蔵：1

室井豊蔵：13カ所， 室井政八：13，藤沢八太
郎：10，佐藤久弥：2，藤沢和七：1

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 10（1877）年～明治 15（1882）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 4（1915）年

表 5-1 金井沢村で歩刈の対象となった水田の地主

地主別歩刈実施カ所

室井喜三郎：3カ所，星利吉：3，室井市三郎：2，
星久吾：2，鈴木藤吾：1，室井作七：1，室井市
十郎：1，星春吉：1，彦平：1

星久吾：10カ所，星春吉：10，室井吉松：7，室
井喜三郎：3

星久吾：10カ所，星春吉：10，室井吉松：10

室井吉松：11カ所，野中弥作：10，鈴木五郎八：
7，星春吉：3，星久吾：1，鈴木長次郎：1

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 6（1873）年～明治 10（1878）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 5（1916）年
（明治 43年～大正元年欠）
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歩
刈
が
行
わ
れ
た
一
一
七
カ
所
の
水
田

が
位
置
す
る
小
地
名
の
う
ち
、
頻
出
す
る

の
は
、
下
川
原
が
三
九
カ
所
（
三
三

％
）、
風
下
が
三
七
カ
所
（
三
二
％
）、
三

十
刈
（
三
十
苅
）
が
三
三
カ
所
（
二
八

％
）
で
あ
る
（
表
６
│

２
）。
明
治
十
六

（
一
八
八
三
）
年
か
ら
、
二
例
を
除
き
、

風
下
、
三
十
刈
、
下
川
原
の
三
カ
所
で
歩

刈
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
の
小
地

名
・
地
番
と
地
主
（
ま
た
は
作
主
・
小
作

人
）
の
組
合
せ
の
う
ち
、
と
く
に
多
い
も

の
を
つ
ぎ
に
あ
げ
る
。

ま
ず
、
明
治
十
八
・
十
九
年
に
は
風
下

二
二
九
番
（
室
井
善
吉
）、
明
治
二
〇
・

二
一
年
に
は
風
下
二
九
番
（
室
井
善

吉
）、
明
治
二
二
〜
二
八
・
三
一
年
に
は

風
下
一
二
九
番
（
室
井
善
吉
）、
明
治
三

六
年
か
ら
大
正
四
年
に
は
風
下
二
二
七
番

表 6-2 福米沢村で歩刈の対象となった水田の小地名

小地名別歩刈実施カ所

風下：6カ所，下川原：6，沼田：4，根岸：1，金井
神：1

三十苅：10カ所，下川原：10，風下：9，柳原：1

三十刈：10カ所，下川原：10，風下：9，三百刈：1

三十刈：13カ所，下川原：13，風下：13

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 10（1877）年～明治 15（1882）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 5（1916）年

表 6-1 金井沢村で歩刈の対象となった水田の小地名

小地名別歩刈実施カ所

柿下：2カ所，段ノ上道南：2，宮ノ前：1，帯沢
橋ノ向：1，下タ村前百刈：1，下タ村前久右衛門
田：1，まゝ下：1，馬場まゝ下：1，大道はた
まゝ下：1，廣面之内大道はた：1，不記載：3

沢田：7カ所，沢田まゝ下：1，まゝ下：1，柿
下：6，砂田：3，砂田段ノ上：1，段ノ上：5，石
田：2，不記載：4

石田：1カ所，沢田：1，砂田：1，不記載：27

石田：2カ所，沢田：2，砂田：2，不記載：27

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）

年代

明治 6（1873）年～明治 10（1878）年

明治 16（1883）年～明治 25（1892）年

明治 26（1893）年～明治 35（1902）年

明治 36（1903）年～大正 5（1916）年
（明治 43年～大正元年欠）
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（
室
井
政
八
）
が
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
。

ま
た
、
三
十
刈
四
二
〇
番
で
歩
刈
が
行
わ
れ
て
、
明
治
十
七
・

十
九
・
二
〇
年
の
地
主
は
藤
沢
八
郎
治
、
明
治
二
一
・
二
二
年
の

作
主
は
室
井
政
八
、
明
治
二
四
年
の
作
主
は
湯
田
定
蔵
、
明
治
二

五
年
の
地
主
は
藤
沢
利
七
、
明
治
二
六
・
二
七
年
の
作
主
は
湯
田

定
蔵
、
明
治
二
八
年
の
作
主
は
室
井
徳
太
郎
、
明
治
三
八
・
三
九

年
の
小
作
人
は
佐
藤
久
弥
、
明
治
四
〇
・
四
一
年
の
地
主
は
藤
沢

八
太
郎
で
あ
っ
た
。
明
治
四
二
年
か
ら
大
正
四
年
ま
で
、
三
十
刈

四
五
〇
番
（
藤
沢
八
太
郎
）
で
歩
刈
が
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
明
治
二
〇
〜
二
八
年
に
は
下
川
原
六
三
〇
番
（
室
井

豊
蔵
）、
明
治
三
八
〜
四
一
年
に
は
下
川
原
六
三
九
番
（
室
井
豊

蔵
）、
明
治
四
二
年
か
ら
大
正
四
年
に
は
下
川
原
六
二
九
番
（
室

井
豊
蔵
）
で
歩
刈
が
行
わ
れ
た
。

明
治
中
期
以
降
、
福
米
沢
で
は
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田

の
小
地
名
、
地
番
、
お
よ
び
地
主
が
ほ
ぼ
固
定
し
て
、
定
点
観
測

化
し
た
と
み
ら
れ
る
。

七

稲
の
作
況

毎
年
三
カ
所
で
行
わ
れ
た
歩
刈
の
う
ち
、
各
年
に
収
穫
さ
れ
た

籾
の
最
大
容
積
と
最
少
容
積
を
図
１
と
図
２
に
示
し
た
。
金
井
沢

村
の
一
〇
八
カ
所
で
記
録
さ
れ
た
一
歩
の
水
田
か
ら
収
穫
さ
れ
た

籾
の
収
量
が
、
一
升
未
満
と
な
っ
た
の
は
四
カ
所
（
四
％
）、
一

升
以
上
一
升
五
合
未
満
は
二
八
カ
所
（
二
六
％
）、
一
升
五
合
以

上
二
升
未
満
は
四
五
カ
所
（
四
二
％
）、
二
升
以
上
は
三
一
カ
所

（
二
九
％
）
で
あ
る
。
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
ま
で

の
八
二
年
間
と
比
較
す
る
と
、
明
治
・
大
正
期
の
金
井
沢
村
に
お

け
る
籾
の
収
量
は
、
格
段
に
増
加
し
た
。

金
井
沢
村
で
籾
の
収
量
が
二
升
以
上
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
十

七
〜
二
一
・
二
三
・
二
四
・
二
六
〜
二
八
・
三
〇
・
三
一
・
三

三
・
三
九
〜
四
二
年
、
大
正
三
〜
五
年
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
大

正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
は
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
三
カ
所
の

水
田
す
べ
て
で
二
升
を
上
回
っ
た
。
三
カ
所
の
う
ち
二
カ
所
の
水

田
で
二
升
を
上
回
っ
た
年
は
、
明
治
十
七
・
十
九
・
二
四
・
二

六
・
二
八
・
三
九
・
四
二
年
の
七
年
間
で
あ
る
。
最
も
収
量
が
多

か
っ
た
の
は
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
で
、
品
種
名
は
記
録
さ

れ
て
い
な
い
が
、
籾
の
容
積
が
三
升
二
合
四
勺
、
一
升
籾
重
量
が

一
四
〇
匁
、
株
数
が
一
二
二
株
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
大
正

四
（
一
九
一
五
）
年
で
、
品
種
名
は
奥
柴
田
、
籾
の
容
積
が
二
升
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図 1 福島県南会津郡檜沢村金井沢における 1歩の水田から収穫された籾の収量
（1873-1916）

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）
注）毎年 3カ所で行われた歩刈の結果のうち、各年次における籾の最大収量と最少収
量を表示した。

図 2 福島県南会津郡檜沢村福米沢における 1歩の水田から収穫された籾の収量
（1877-1915）

史料）奥会津博物館架蔵、「作毛位付帳」（室井家文書、4196）
注）毎年 3カ所で行われた歩刈の結果のうち、各年次における籾の最大収量と最少収
量を表示した。
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八
合
九
勺
、
一
升
籾
重
量
が
二
二
五
匁
、
株
数
が
七
六
株
で
あ

る
。金

井
沢
村
で
籾
の
収
量
が
一
升
未
満
と
な
っ
た
の
は
、
明
治

八
・
三
五
・
三
六
年
で
あ
る
。
最
も
収
量
が
少
な
か
っ
た
の
は
明

治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
で
、
品
種
名
が
岩
下
稲
、
籾
の
容
積
が

「
未
熟
不
製
」、
株
数
が
八
四
株
の
中
田
と
品
種
名
が
大
竹
稲
、
籾

の
容
積
が
「
未
熟
不
製
」、
株
数
が
七
六
株
の
下
田
の
二
カ
所
で

あ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
明
治
八
年
の
品
種
名
が
清
水
、
籾
の
容

積
が
九
合
五
勺
、
株
数
が
一
三
四
株
、
一
升
当
た
り
の
籾
重
量
が

二
七
〇
匁
と
、
明
治
三
六
年
の
品
種
名
が
善
作
わ
せ
、
籾
の
容
積

が
九
合
五
勺
、
株
数
が
七
三
株
、
一
升
当
た
り
の
籾
重
量
が
二
九

五
匁
で
あ
る
。

一
方
、
福
米
沢
村
の
一
一
七
カ
所
で
記
録
さ
れ
た
籾
の
収
量

が
、
一
升
未
満
と
な
っ
た
の
は
九
カ
所
（
八
％
）、
一
升
以
上
一

升
五
合
未
満
は
六
二
カ
所
（
五
三
％
）、
一
升
五
合
以
上
二
升
未

満
は
三
三
カ
所
（
二
八
％
）、
二
升
以
上
は
十
三
カ
所
（
十
一
％
）

で
あ
る
。

福
米
沢
村
で
籾
の
収
量
が
二
升
以
上
と
な
っ
た
年
は
、
明
治
十

三
・
十
五
・
二
一
・
二
三
・
二
四
・
三
九
・
四
一
年
、
大
正
元
・

三
・
四
年
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
に

は
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
三
カ
所
の
水
田
の
す
べ
て
で
、
明
治

三
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
は
、
三
カ
所
の
う
ち
二
カ
所
で
二
升
を

上
回
っ
た
。
最
も
収
量
が
多
か
っ
た
の
は
大
正
四
年
で
あ
り
、
品

種
名
は
文
吾
、
籾
の
容
積
が
二
升
八
合
、
一
升
当
た
り
の
籾
重
量

が
三
六
五
匁
、
株
数
が
七
七
株
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
大
正

四
年
で
あ
り
、
品
種
名
は
文
吾
、
籾
の
容
積
が
二
升
五
合
七
勺
、

一
升
当
た
り
の
籾
重
量
が
二
九
五
匁
、
株
数
が
八
六
株
で
あ
る
。

福
米
沢
村
で
籾
の
収
量
が
一
升
未
満
と
な
っ
た
年
は
、
明
治

十
・
十
一
・
二
八
・
三
〇
・
三
五
・
三
八
年
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
は
、
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た

三
カ
所
の
水
田
す
べ
て
で
、
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
は
、

三
カ
所
の
う
ち
二
カ
所
で
一
升
を
下
回
っ
た
。
最
も
収
量
が
少
な

か
っ
た
の
は
明
治
三
八
年
で
、
品
種
名
が
相
馬
芒
、
籾
の
容
積
が

二
勺
、
株
数
が
六
八
株
、
籾
重
量
が
八
匁
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ

の
が
明
治
三
八
年
の
品
種
名
が
三
度
変
リ
、
籾
の
容
積
が
一
合
八

勺
七
才
、
株
数
が
九
六
株
、
籾
重
量
が
四
三
匁
で
あ
る
。

両
村
と
も
に
作
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
明
治
十
六
（
一
八
八

三
）
年
か
ら
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
至
る
二
七
年
間
に
お
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け
る
各
年
の
最
大
収
量
の
平
均
値
は
、
金
井
沢
が
二
．
一
升
（
標

準
偏
差：

〇
．
三
八
四
）、
福
米
沢
が
一
．
六
六
五
升
（
標
準
偏

差：
〇
．
三
五
九
）
で
あ
る
。
各
年
の
最
少
収
量
の
平
均
値
は
、

金
井
沢
が
一
．
四
四
二
升
（
標
準
偏
差：

〇
．
三
五
一
）、
福
米

沢
が
一
．
一
五
八
升
（
標
準
偏
差：

〇
．
二
八
三
）
で
あ
る
。
品

種
の
特
性
、
地
味
、
農
業
技
術
、
計
測
誤
差
な
ど
の
影
響
を
受
け

て
、
明
治
中
後
期
の
二
七
年
間
の
平
均
収
量
に
は
、
隣
接
す
る
金

井
沢
村
と
福
米
沢
村
と
の
間
に
約
三
合
の
差
異
が
み
ら
れ
る
。

図
１
と
図
２
を
比
較
す
る
と
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年

に
、
福
米
沢
で
は
十
九
世
紀
で
最
低
の
作
況
を
記
録
し
て
、
最
少

収
量
は
二
勺
（
品
種
名：

相
馬
芒
）、
最
大
収
量
は
四
合
四
勺

（
品
種
名：

半
上
石
）
で
あ
っ
た
が
、
金
井
沢
の
最
少
収
量
は
一

升
二
合
五
勺
（
品
種
名：

善
作
わ
せ
）、
最
大
収
量
は
一
升
三
合

（
品
種
名：

白
わ
せ
）
で
あ
っ
た
。
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
、

金
井
沢
の
中
下
田
で
は
「
未
熟
不
製
」（
品
種
名：

岩
下
稲
、
大

竹
稲
）、
最
大
収
量
は
一
升
（
品
種
名：

本
明
返
り
）
で
あ
っ
た

が
、
福
米
沢
村
の
最
少
収
量
は
七
合
（
品
種
名：

金
州
）、
最
大

収
量
は
一
升
一
合
（
品
種
名：

本
明
）
で
あ
っ
た
。
隣
接
す
る
村

落
で
あ
っ
て
も
、
栽
培
し
て
い
る
品
種
名
が
異
な
る
た
め
、
凶
作

と
な
っ
た
明
治
三
五
・
三
八
年
の
歩
刈
の
結
果
に
も
大
き
な
差
異

が
確
認
で
き
る
。

『
南
會
津
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
郡
山
町
に
立
地
す
る
福
島
県
立

農
事
試
験
場
に
お
け
る
品
種
名
が
豊
後
（
中
稲
）
の
反
当
収
量
が

二
石
二
斗
六
升
九
合
、
輕
子
（
中
稲
）
の
反
当
収
量
が
二
石
四
升

九
合
で
あ
る
（
福
島
縣
南
會
津
郡
役
所
、
一
九
一
四：

二
一
〇

頁
）。
三
〇
〇
歩
を
一
反
、
籾
摺
り
を
五
合
摺
り
と
仮
定
す
る
と
、

一
歩
の
水
田
か
ら
収
穫
さ
れ
た
籾
の
収
量
は
、
豊
後
が
一
升
五
合

一
勺
、
輕
子
が
一
升
三
合
七
勺
と
試
算
で
き
る
。

一
方
、「
作
毛
位
付
帳
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
金
井
沢
村
に
お

け
る
豊
後
の
籾
の
収
量
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
一
升
七

合
で
あ
る
。
か
る
こ
の
籾
の
収
量
は
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）

年
の
金
井
沢
村
で
一
升
一
合
、
明
治
二
八
年
の
福
米
沢
村
で
一
升

四
合
（
か
る
子
）
と
一
升
三
合
一
勺
（
か
る
子
）、
明
治
三
一
年

の
福
米
沢
村
で
一
升
七
合
三
勺
、
明
治
三
二
年
の
福
米
沢
村
で
一

升
一
合
一
勺
で
あ
る
。

小

結

本
稿
で
は
、
陸
奥
国
会
津
郡
高
野
組
金
井
沢
村
で
名
主
を
世
襲

― １６１ ―



し
た
室
井
家
が
保
存
し
て
き
た
「
作
毛
位
付
帳
」
の
う
ち
、
明
治

六
（
一
八
七
三
）
年
か
ら
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
至
る
散
逸

分
を
除
く
三
六
年
間
の
作
況
記
録
と
、
本
史
料
に
合
綴
さ
れ
て
い

る
福
米
沢
村
に
お
け
る
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
か
ら
大
正
四

（
一
九
一
五
）
年
ま
で
の
三
九
年
間
の
作
況
記
録
を
紹
介
し
た
。

本
史
料
に
は
、
明
治
・
大
正
期
の
金
井
沢
村
で
歩
刈
の
対
象
と

な
っ
た
水
田
の
地
主
に
加
え
て
、
区
長
を
は
じ
め
、
当
役
、
人

足
、
小
走
、
世
話
掛
、
用
掛
、
伍
長
、
鎌
取
の
氏
名
が
列
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
歩
刈
の
実
施
主
体
は
、
江
戸
時
代
以
来
の

村
（
区
）
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。

地
租
改
正
の
た
め
に
明
治
八
年
に
実
施
さ
れ
た
地
押
・
丈
量
を

契
機
に
、
若
松
県
は
、
六
尺
三
寸
ま
た
は
六
尺
一
寸
を
一
間
と
す

る
間
竿
か
ら
六
尺
一
分
を
一
間
と
す
る
間
竿
に
統
一
し
た
。
そ
の

た
め
、
明
治
九
年
の
歩
刈
か
ら
、
一
歩
（
一
坪
）
の
面
積
が
一
割

程
度
、
減
少
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

明
治
・
大
正
期
の
金
井
沢
村
と
福
米
沢
村
に
お
け
る
作
況
記
録

に
は
、
一
歩
の
水
田
か
ら
収
穫
さ
れ
た
籾
の
容
積
、
籾
重
量
、
株

数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
籾
重
量
の
計
測
精
度
に
は
疑
義
が
あ
る

た
め
、
籾
の
容
積
で
作
況
を
分
析
す
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ
る
。

明
治
・
大
正
期
の
両
村
で
は
、
彼
岸
の
中
日
前
後
の
９
月
２２
日

か
ら
２４
日
に
歩
刈
が
行
わ
れ
た
年
が
八
割
を
超
え
る
。
一
方
、
十

八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
金
井
沢
村
で
は
、
彼
岸
入
り

か
ら
彼
岸
明
け
に
当
た
る
９
月
１９
日
か
ら
２７
日
の
期
間
に
内
歩
刈

が
実
施
さ
れ
た
年
が
七
割
を
超
え
て
い
た
。
明
治
初
期
か
ら
両
村

の
歩
刈
実
施
日
は
、
彼
岸
の
中
日
に
固
定
化
し
た
。

明
治
・
大
正
期
の
両
村
で
は
、
毎
年
、
上
田
、
中
田
、
下
田
の

三
カ
所
で
歩
刈
が
実
施
さ
れ
た
。
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
の

地
主
は
両
村
と
も
に
ほ
ぼ
固
定
し
て
、
福
米
沢
村
で
は
、
水
田
の

小
字
名
、
地
番
も
ほ
ぼ
固
定
し
た
。
一
方
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら

十
九
世
紀
前
半
の
金
井
沢
村
で
は
、
毎
年
、
二
カ
所
か
ら
六
カ
所

で
内
歩
刈
が
実
施
さ
れ
て
、
凶
作
年
に
は
例
年
よ
り
多
く
の
水
田

で
内
歩
刈
が
行
わ
れ
た
。
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
の
小
地
名

と
地
主
は
多
様
で
あ
っ
た
。
明
治
初
期
か
ら
両
村
で
は
、
歩
刈
の

対
象
と
な
っ
た
水
田
が
固
定
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

金
井
沢
村
で
明
治
・
大
正
期
に
歩
刈
の
対
象
と
な
っ
た
水
田
で

栽
培
さ
れ
て
い
た
稲
の
品
種
名
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
四
二
年
間

と
比
較
し
て
著
し
く
増
加
し
た
。
金
井
沢
村
と
福
米
沢
村
で
歩
刈

の
対
象
と
な
っ
た
共
通
の
品
種
名
は
六
種
に
と
ど
ま
り
、
両
村
で
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は
、
品
種
名
の
異
な
る
多
様
な
稲
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

十
八
世
紀
中
期
か
ら
十
九
世
紀
中
期
ま
で
、
金
井
沢
村
で
は
、

毎
年
、
上
中
下
田
か
ら
中
位
の
作
柄
の
水
田
を
選
び
、
稲
の
生
育

状
況
に
応
じ
て
、
実
施
日
を
調
整
し
て
、
内
歩
刈
を
行
っ
た
。
内

歩
刈
で
得
ら
れ
た
籾
の
容
積
を
も
と
に
、
籾
と
米
の
反
当
収
量
を

試
算
し
て
、
上
中
下
田
の
反
当
収
量
の
平
均
値
を
求
め
、
水
田
総

面
積
を
乗
じ
て
、
村
の
総
収
量
を
推
定
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る

（
川
口
、
二
〇
二
一
Ａ
、
二
〇
二
二
）。
天
明
・
天
保
期
の
凶
作
年

に
は
、
内
歩
刈
の
結
果
を
根
拠
に
検
見
歩
刈
を
要
請
し
て
、
年
貢

減
免
な
ど
を
求
め
た
。

地
租
改
正
を
契
機
に
、
金
井
沢
村
と
福
米
沢
村
は
、
歩
刈
の
実

施
日
と
対
象
と
な
る
水
田
・
地
主
を
固
定
化
し
た
。
福
米
沢
村
で

は
、
同
一
小
字
・
地
番
の
水
田
に
、
ほ
ぼ
毎
年
、
異
な
る
品
種
名

の
多
様
な
稲
を
栽
培
し
て
、
歩
刈
を
実
施
し
た
。

本
稿
で
確
認
し
た
一
連
の
変
化
は
、
江
戸
時
代
後
半
に
村
の
総

収
量
把
握
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
歩
刈
が
、
大
き
く
変
質

し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
奥
会
津
で
は

一
八
四
〇
年
代
か
ら
始
ま
る
人
口
増
加
を
背
景
に
、
不
足
す
る
飯

米
の
増
収
を
目
指
し
て
、
多
様
な
品
種
名
を
持
つ
稲
を
試
験
栽
培

し
て
、
定
時
・
定
点
観
察
す
る
こ
と
が
、
歩
刈
の
目
的
に
加
わ
っ

た
と
考
え
た
い
。

十
八
世
紀
中
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
籾
の
収
量
を
追
跡

す
る
に
は
、
引
き
続
き
、
一
歩
の
面
積
、
枡
の
容
積
、
稲
の
品

種
、
お
よ
び
村
が
歩
刈
を
継
続
し
た
目
的
の
理
解
に
努
め
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

謝
辞

筆
者
は
、
平
成
三
〇
年
三
月
、
南
会
津
町
立
奥
会
津
博
物
館
か

ら
、「
作
毛
位
付
帳
」
を
は
じ
め
、
室
井
家
文
書
の
写
真
撮
影
を
許
さ
れ

た
。
佐
々
木
長
生
先
生
に
は
、『
會
津
農
書
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る

農
業
の
変
化
を
読
み
解
く
方
法
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
小
澤
弘

道
先
生
に
は
、
会
津
地
方
に
お
け
る
一
間
の
長
さ
に
つ
い
て
御
教
示
い
た

だ
い
た
。
会
津
若
松
市
立
会
津
図
書
館
に
は
、
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
懇
切

に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
難
読
文
字
を
石
堂
詩
乃
先

生
、
鈴
木
明
子
先
生
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
各
位
の
御
厚
情
に

深
謝
し
た
い
。
本
稿
は
、
令
和
三
年
度
か
ら
六
年
度
の
科
学
研
究
費
補
助

金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）、
研
究
代
表
者：

川
口

洋
、
課
題
番
号：

二
一

Ｈ
〇
三
七
七
六
を
用
い
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）
中
部
地
方
の
四
三
に
の
ぼ
る
坪
刈
帳
を
分
析
し
た
佐
藤
常
雄

は
、
一
升
籾
重
量
が
坪
刈
帳
に
最
も
早
く
表
れ
た
の
は
、
山
梨
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県
小
淵
沢
町
上
笹
尾
の
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
で
あ
り
、

米
穀
検
査
制
度
の
確
立
や
白
米
の
小
売
り
が
容
量
制
か
ら
重
量

制
に
転
換
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
米
穀
の
多
収
性
だ
け
で
は
な

く
良
質
性
も
追
究
す
る
と
い
う
米
穀
市
場
に
対
応
し
て
、
大
正

末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
坪
刈
帳
の
記
載
事
項
と
し
て
一
般
化
し

た
と
指
摘
し
て
い
る
（
佐
藤
、
一
九
八
七：

三
六
〇
〜
三
六
一

頁
）。

（
２
）
室
井
平
蔵
氏
（
一
八
六
五
〜
一
九
二
八
）
は
、
南
会
津
郡
役

所
、
福
島
県
庁
、
大
蔵
省
、
日
本
銀
行
な
ど
に
勤
め
、
大
蔵
省

で
は
、『
明
治
大
正
財
政
史
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
（
南
会
津

地
方
町
村
会
、
二
〇
〇
五：
一
八
六
頁
）。

（
３
）
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
作
況
記
録
に
は
、「
歩
刈
帳
之

義
、
明
和
年
中
�
年
々
書
添
置
、
当
年
も
右
之
帳
紙
取
被
出
置

候
處
、
絵
図
認
之
節
大
勢
出
入
候
ニ
付
、
其
処
�
不
相
見
候
。

然
而
当
亥
年
�
新
ニ
書
置
候
也
。

九
月
廿
五
日

戸
長

室
井
五
郎
七
、
其
後
ニ
発
見
セ
リ
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
八
年
に
保
管
場
所
か
ら
取
り
出
さ
れ

た
「
作
毛
位
付
帳
」
は
、「
絵
図
認
節
大
勢
出
入
候
ニ
付
」、
一

旦
紛
失
し
た
が
、
そ
の
後
発
見
さ
れ
た
。「
絵
図
認
節
」
と
は
、

地
租
改
正
の
た
め
に
字
限
図
と
一
村
総
図
が
作
成
さ
れ
て
い
た

明
治
八
年
８
月
か
ら
、
大
豆
渡
村
・
黒
沢
新
田
村
の
村
役
人
と

地
主
立
会
い
の
下
に
再
確
認
が
行
わ
れ
た
９
月
末
ま
で
の
期
間

と
推
測
さ
れ
る
。

参
考
文
献

・
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
（
一
九
三
九
）『
星
家
所
蔵
種
子

帳
・
稲
刈
帳
│
新
潟
県
北
魚
沼
郡
湯
之
谷
村
│
』
ア
チ
ッ
ク
・

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
、
第
三
八
。

・
柏
倉
亮
吉
・
山
崎
吉
雄
編
（
一
九
五
五
）『
自
作
農
家
々
計
に
関

す
る
諸
記
録
│
山
形
県
上
ノ
山
市
西
郷
字
高
松
加
藤
久
弥
氏
所

蔵
│
』
山
形
県
農
地
開
拓
課
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
）。

・
川
口

洋
（
二
〇
二
一
Ａ
）「
十
八
世
紀
中
期
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
の
陸
奥
国
会
津
郡
金
井
沢
村
に
お
け
る
稲
の
作
況
記
録

上

│
室
井
家
文
書
「
作
毛
位
付
帳
」（
宝
暦
九
年
か
ら
寛
政
十
二

年
ま
で
）
│
」
日
本
文
化
史
研
究
、
第
五
二
号
、
一
五
三
〜
二

〇
五
頁
。

・
川
口

洋
（
二
〇
二
一
Ｂ
）「
天
明
期
の
冷
害
に
伴
う
人
口
変
動
」

井
上

孝
・
和
田
光
平
編
著
『
自
然
災
害
と
人
口
』
原
書
房
、

二
七
〜
五
〇
頁
。

・
川
口

洋
（
二
〇
二
二
）「
十
八
世
紀
中
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭

の
陸
奥
国
会
津
郡
金
井
沢
村
に
お
け
る
稲
の
作
況
記
録

中
│

室
井
家
文
書
「
作
毛
位
付
帳
」（
享
和
元
年
か
ら
天
保
十
一
年

ま
で
）
│
」
日
本
文
化
史
研
究
、
第
五
三
号
、
一
六
七
〜
二
一

一
頁
。

・
岸

英
次
（
一
九
四
七
）『
関
谷
家
稲
刈
覚
帳
の
研
究：

一
農
家

に
お
け
る
文
化
七
年
以
降
の
水
田
生
産
力
の
變
遷
（
農
業
綜
合

研
究
所
研
究
叢
書
第
一
号
）』
農
林
省
農
業
綜
合
研
究
所
。
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・
佐
藤
常
雄
（
一
九
八
七
）『
日
本
稲
作
の
展
開
と
構
造
』
吉
川
弘

文
館
。

・
田
島
町
史
編
纂
委
員
会
（
一
九
九
一
）『
田
島
町
史

第
３
巻
』

歴
史
春
秋
社
。

・
豊
原
研
究
会
（
一
九
七
八
）『
豊
原
村
』
東
京
大
学
出
版
会
。

・
長
谷
誠
一
・
佐
々
木
高
雄
・
菅

勝
彦
（
一
九
八
三
）『
風
土
の

刻
印

ヤ
マ
セ
北
東
風
社
会
』
東
奥
日
報
社
。

・
福
島
県
（
一
九
六
五
）『
福
島
県
史

第
９
巻

資
料
編
４
、
近

世
資
料
２
』。

・
福
島
縣
南
會
津
郡
役
所
（
一
九
一
四
）『
南
會
津
郡
誌
』
明
文
堂
。

・
南
会
津
町
教
育
委
員
会
（
二
〇
一
〇
）『
奥
会
津
博
物
館
収
蔵
資

料
目
録

第
１
集

室
井
哲
之
輔
家
寄
贈
文
書
』。

・
南
会
津
地
方
町
村
会
（
二
〇
〇
五
）『
南
会
津
の
あ
ゆ
み
』
歴
史

春
秋
社
。

・
山
田
龍
雄
・
飯
沼
二
郎
・
岡

光
夫
編
（
一
九
八
二
）『
日
本
農

書
全
集

十
九

会
津
農
書

会
津
農
書
附
録
』
農
山
魚
村
文

化
協
会
。
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陸
奥
国
會
津
郡
金
井
沢
村
「
作
毛
位
付
帳
」（
明
治
六
年
か
ら
大

正
五
年
ま
で
）
翻
刻

凡
例

・
原
文
の
表
記
は
、
原
則
と
し
て
、
漢
字
は
常
用
漢
字
を
、
仮
名

は
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
常
用
漢
字
以
外
の
文

字
、「
而
」、「
者
」、「
�
」、「
ゝ
」、「
艸
」
は
、
原
文
ど
お
り

と
し
た
。

・
丁
替
え
は
、「
』」
で
示
し
た
。

・
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
、
句
読
点
を
付
し
た
。

翻
刻

宝
暦
九
年
ヨ
リ

作
毛
帳

金
井
澤
（
表
紙
）』

欠

天
保
十
二
年
ヨ
リ

三
十
二
年
間

明
治
五
年
マ
テ

明
治
十
一
年
ヨ
リ

五
年
間

〃

十
五
年
マ
テ

明
治
四
十
三
、
四
十
四
年

二
年
間

大
正
元

一
年
間

明
治
ニ
ナ
リ
テ
概
ネ
左
ノ
如
シ

苅
取
ハ
彼
岸
の
中
日

上
田

字
石
田

旧
街
道
端

星
久
吾

中
田

字
沢
田

馬
場
前

星
春
吉

下
田

字
砂
田

一
里
塚
上

室
井
吉
松

枡
目
、
重
量
共
籾
に
て

（
参
照
）
福
米
沢
分
明
治
十
年
ヨ
リ
大
正
四
年
マ
テ
』

大
正
五
年

八
月
二
十
六
日

豊
後

七
十
二
株

千
二
百
十
二
本

籾

一
升
七
合

野
中
弥
作

一
升

三
百
十
匁
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赤
わ
せ

六
十
株

七
百
七
十
二
本

籾

一
升
四
合

鈴
木
長
次
郎

一
升

二
百
七
十
匁

稲
太
郎

八
十
一
株

九
百
七
十
二
本

籾

弐
升

室
井
吉
松

一
升

二
百
六
十
匁

区
長

室
井
久
七
』

大
正
四
年

旧
八
月
十
六
日

上
田

七
十
六
株

奥
柴
田

一
、
籾

弐
升
八
合
九
勺

野
中
弥
作

一
升

二
百
二
十
五
匁

少
々
か
れ
ほ
あ
り

中
田

八
十
一
株

岩
下

一
、
籾

弐
升
五
合
七
勺

鈴
木
五
郎
八

一
升

二
百
三
十
匁

下
田

七
十
五
株

大
黒

一
、
籾

弐
升
五
合

室
井
吉
松

一
升

二
百
三
十
匁

区
長

室
井
勘
三
郎

当
役

野
中
清
八

〃

鈴
木
源
吉

人
足
』

大
正
三
年

上
田

八
十
六
株

弐
升
六
勺

野
中
弥
作

一
升

弐
百
八
十
匁

中
田

六
十
六
株

壱
升
五
合
八
勺

鈴
木
五
郎
八

一
升

弐
百
九
十
匁

下
田

九
十
株

壱
升
六
合
弐
勺

室
井
吉
松

一
升

三
百
匁

区
長

鈴
木
傳
八
郎
』

大
正
二
年

七
十
六
株

上
田

壱
升
弐
合

野
中
弥
作

一
升
ニ

付

弐
百
弐
拾
匁

七
十
弐
株
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中
田

壱
升
四
合

鈴
木
五
郎
八

一
升
ニ

付

弐
百
七
拾
匁

七
十
九
株

下
田

壱
升
弐
合

室
井
吉
松

一
升
ニ

付

弐
百
弐
拾
七
匁
』

明
治
四
十
二
年

旧
八
月
十
日

九
十
弐
株

上
田

弐
升

野
中
弥
作

一
升

弐
百
三
十
四
匁

八
十
四
株

中
田

弐
升
弐
合

鈴
木
五
郎
八

一
升

弐
百
五
拾
四
匁

八
十
六
株

下
田

壱
升
九
合

室
井
吉
松

一
升

弐
百
五
十
四
匁区

長

室
井
長
十
郎

当
役

鈴
木
五
郎
八

〃

室
井
治
郎
吉

小
走

野
中
源
太
』

明
治
四
十
一
年

旧
八
月
二
十
八
日

字
石
田

八
十
九
株

上
田

壱
升
五
合

野
中
弥
作

一
升
ニ

付

弐
百
四
拾
壱
匁

字
沢
田

九
十
三
株

中
田

壱
升
八
合

鈴
木
五
郎
八

一
升
ニ

付

弐
百
四
拾
壱
匁

字
砂
田

七
十
一
株

下
田

弐
升
壱
合
四
夕

室
井
吉
松

一
升
ニ

付

弐
百
弐
拾
匁

宿
元

区
長

室
井
長
十
郎

当
役

室
井
弥
三
郎

〃

鈴
木
嘉
三
郎

小
走

野
中
源
太
』

明
治
四
十
年

旧
八
月
十
七
日
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八
十
九
株

字
石
田

上
田

壱
升
四
合
五
勺

野
中
弥
作

一
升

弐
百
三
拾
五
匁

八
十
株

字
沢
田

中
田

壱
升
六
合
九
勺

鈴
木
五
郎
八

一
升

弐
百
七
十
五
匁

九
十
四
株

字
砂
田

下
田

弐
升
弐
合

室
井
吉
松

一
升

弐
百
五
十
五
匁

区
長

室
井
傳
三
郎

当
役

湯
田
五
右
衛
門

〃

渡
部
喜
四
郎
』

明
治
三
十
九
年

上

九
十
一
株

一
、
壱
升
八
合

野
中
弥
作

一
升

二
百
二
十
五
匁

中

九
十
八
株

一
、
弐
升
壱
合
九
勺

鈴
木
五
郎
八

一
升

二
百
三
十
五
匁

下

九
十
三
株

一
、
弐
升
壱
合
壱
勺

室
井
吉
松

一
升

二
百
二
十
五
匁

区
長
代
り
及
当
役

星
春
吉

当
役

室
井
市
兵
衛

小
走

鈴
木
嘉
三
郎
』

明
治
三
十
八
年

旧
八
月
二
十
六
日

上
田

八
十
七
株

一
、
善
作
わ
せ

壱
升
弐
合
五
勺

野
中
弥
作

一
升

弐
百
拾
六
匁

中
田

六
十
六
株

一
、
白
わ
せ

壱
升
五
合

星
春
吉

一
升

弐
百
匁

下
田

七
十
四
株

一
、
白
わ
せ

壱
升
参
合

室
井
吉
松

一
升

弐
百
拾
匁
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区
長

宿
元

室
井
徳
四
郎

当
役

室
井
義
助

〃

芳
賀
庄
三
郎

小
走

鈴
木
嘉
三
郎
』

明
治
三
十
七
年

旧
八
月
十
四
日

上
田

八
十
七
株

一
、
善
作
わ
せ

壱
升
八
合

野
中
弥
作

一
升

弐
百
五
十
五
匁

中
田

八
十
七
株

一
、
万
ば
い

壱
升
五
合

星
春
吉

一
升

弐
百
拾
五
匁

下
田

八
十
七
株

一
、
を
く
ぼ

壱
升
九
合

室
井
吉
松

一
升

弐
百
七
十
五
匁

区
長

野
中
弥
作

当
役

芳
賀
弥
惣
治

〃

室
井
安
吉

人
足

室
井
長
十
郎
』

明
治
三
十
六
年

上
田

七
十
三
株

善
作
わ
せ

九
合
五
勺

星
久
吾

一
升

弐
百
九
十
五
匁

中
田

七
十
六
株

半
丈
穀

壱
升
八
合

星
春
吉

一
升

弐
百
八
十
匁

下
田

八
十
七
株

本
明
返
り

壱
升
九
合
五
勺

室
井
吉
松

一
升

弐
百
八
十
匁

区
長

室
井
助
右
衛
門

当
役

野
中
弥
作

〃

鈴
木
傳
八
郎

人
足

君
島
弥
七

小
走

渡
部
喜
四
郎
』

明
治
三
十
五
年

旧
八
月
二
十
三
日

上
田

九
拾
八
株

本
明
返
り

壱
升

星
久
吾
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一
升

弐
百
七
十
匁

中
田

八
十
四
株

岩
下
稲

（
未
熟
不
製
）

星
春
吉

一
升
ニ

付

下
田

七
十
六
株

大
竹
稲

（
未
熟
不
製
）

室
井
吉
松

一
升
ニ

付

区
長

室
井
助
右
衛
門

当
役

室
井
文
吉

〃

鈴
木
宗
平

人
足

君
島
弥
七

小
走

渡
辺
甚
七
』

明
治
三
十
四
年

旧
八
月
十
二
日

上
田

九
十
六
株

一
、
壱
升
七
合
五
勺
四
才

星
久
吾

一
升

弐
百
九
十
五
匁

中
田

八
十
二
株

一
、
壱
升
七
合
六
勺
五
才

星
春
吉

一
升

三
百
拾
五
匁

下
田

八
十
八
株

一
、
壱
升
六
合
九
勺

室
井
吉
松

一
升

弐
百
九
十
五
匁

区
長

鈴
木
五
郎
八

当
役

室
井
徳
太
郎

〃

〃

庄
八

人
足

野
中
源
太

小
走

渡
部
甚
右
衛
門
』

明
治
三
十
三
年

旧
八
月
三
十
日

上
田

九
十
九
株

一
、
壱
升
四
合
四
勺

星
久
吾

一
升

弐
百
七
十
壱
匁

中
田

九
十
三
株

一
、
壱
升
五
合

星
春
吉

一
升

三
百
十
一
匁

下
田

八
十
九
株

一
、
弐
升
弐
合
八
勺

室
井
吉
松
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一
升

弐
百
九
十
一
匁

区
長

鈴
木
五
郎
八

代

君
島
徳
義

宿
元

当
役

室
井
吉
松

〃

鈴
木
円
次

人
足

室
井
傳
三
郎
』

明
治
三
十
二
年

旧
八
月
十
九
日

上
田

百
十
一
株

一
、
本
明
返
り

壱
升
四
合
弐
夕

星
久
吾

一
升

弐
百
七
十
匁

中
田

八
十
七
株

一
、
本
明
返
り

壱
升
九
合

星
春
吉

一
升

弐
百
弐
十
匁

下
田

九
十
二
株

一
、
本
明
返
り

壱
升
九
合
五
夕

室
井
吉
松

一
升

弐
百
弐
拾
匁

区
長

鈴
木
五
郎
八

当
役

星
春
吉

〃

室
井
音
三
郎

小
走

渡
部
甚
七

人
足

鈴
木
瀧
治
』

明
治
三
十
一
年

九
月
二
十
三
日

旧
八
月
八
日

上
田

百
四
株

一
、
本
明
返

壱
升
五
合
二
夕

星
久
吾

一
升

弐
百
七
十
五
匁

中
田

八
十
九
株

一
、
万
倍

弐
升
壱
合
五
夕

星
春
吉

一
升

二
百
四
十
五
匁

下
田

九
十
五
株

一
、
本
明
返

壱
升
九
合

室
井
吉
松

一
升

二
百
四
十
五
匁

区
長
代
り

室
井
長
十
郎

当
役

鈴
木
与
助

代

瀧
治

室
井
菊
重

小
走

渡
部
熊
作
』
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明
治
三
十
年

九
月
二
十
三
日

旧
八
月
二
十
七
日

上

百
十
二
株

一
、
軽
子
わ
せ

壱
升
六
合
四
勺
七
才

星
久
吾

一
升

弐
百
三
十
匁

中

百
五
株

一
、
万
倍

壱
升
六
合
七
勺
五
才

星
春
吉

一
升

弐
百
匁

下

百
十
二
株

一
、
白
稲

弐
升
壱
合
九
勺

室
井
吉
松

一
升

弐
百
五
拾
弐
匁

区
長

君
島
徳
義

当
役

室
井
太
平

〃

芳
賀
勝
治

人
足

鈴
木
瀧
治
』

明
治
二
十
九
年

旧
八
月
十
六
日

上

百
二
十
一
株

一
、
半
上
石

壱
升
六
合
弐
勺

星
久
吾

一
升

二
百
五
十
匁

中

九
十
二
株

一
、
万
倍

弐
升

星
春
吉

一
升

弐
百
四
十
匁

下

百
二
株

一
、
本
明

壱
升
九
合

室
井
吉
松

一
升

弐
百
四
十
匁
』

明
治
二
十
八
年

旧
八
月
五
日

上

九
十
六
株

一
、
か
る
こ

壱
升
壱
合

星
久
吾

一
升

二
百
四
十
二
匁

中

九
十
四
株

一
、
本
明

弐
升
壱
合
壱
勺

星
春
吉

一
升

二
百
四
十
四
匁

下

九
十
四
株

一
、
本
明

弐
升
三
合
三
勺

室
井
吉
松

一
升

二
百
五
十
九
匁

区
長

鈴
木
五
郎
八

当
役

鈴
木
金
太
郎
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〃

君
島
弥
七

人
足

鈴
木
瀧
治
』

明
治
二
十
七
年

旧
八
月
二
十
四
日

上

百
十
一
株

一
、
岩
下

壱
升
七
合

星
久
吾

一
升

二
百
五
十
匁

中

百
五
株

一
、
本
明

壱
升
九
合
九
勺

星
春
吉

一
升

弐
百
七
十
匁

下

九
十
三
株

一
、
白
稲

弐
升

室
井
吉
松

一
升

三
百
十
匁

区
長

鈴
木
五
郎
八

当
役

室
井
栄
蔵

〃

渡
部
久
次
郎

人
足

室
井
文
吉
』

明
治
二
十
六
年

旧
八
月
十
四
日

字
石
田

上

七
十
六
株

一
、
本
妙

壱
升
五
合

星
久
吾

一
升

二
百
六
十
五
匁

字
沢
田

中

百
十
四
株

一
、
半
上
石

弐
升
四
合
五
勺

星
春
吉

一
升

二
百
四
十
五
匁

字
砂
田

下

百
二
十
三
株

一
、
烏
わ
せ

弐
升
五
合

室
井
吉
松

一
升

二
百
六
十
五
匁

宿
元

区
長

君
島
徳
義
』

明
治
二
十
五
年

旧
八
月
二
日

字
石
田

上

九
十
株

一
、
烏
わ
せ

壱
升
四
合
六
勺
五
才

星
久
吾

一
升

二
百
五
十
八
匁

字
沢
田

中

百
四
株

一
、
白
稲

壱
升
七
合
八
勺
七
才

星
春
吉

又
ハ
善
作
わ
せ
ト
モ
云
フ
。

一
升

二
百
七
十
三
匁
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字
砂
田

下

百
十
二
株

一
、
山
口

壱
升
七
合
七
才

室
井
吉
松

一
升

二
百
八
十
三
匁

宿
元

区
長

君
島
徳
義
』

明
治
二
十
四
年

旧
八
月
二
十
一
日

上

九
十
八
株

一
、
壱
升
八
合
壱
夕
三
才

星
久
吾

一
升

百
五
十
匁

中

百
十
五
株

一
、
弐
升
五
才

星
春
吉

一
升

百
七
十
匁

下

百
二
十
二
株

一
、
三
升
弐
合
四
夕

室
井
吉
松

一
升

百
四
十
匁
』

明
治
二
十
三
年

旧
八
月
十
日

字
石
田

百
二
十
一
株

一
、
上

壱
升
五
合

星
久
吾

一
升

二
百
九
十
二
匁

字
沢
田

百
七
株

一
、
中

壱
升
六
合
九
夕

星
春
吉

一
升

二
百
九
十
匁

字
砂
田

百
五
株

一
、
下

弐
升

室
井
吉
松

一
升

二
百
九
十
二
匁

区
長

君
島
徳
義

当
役

鈴
木
瀧
次

〃

室
井
傳
三
郎

人
足

芳
賀
幸
七
』

明
治
二
十
二
年

九
月
二
十
四
日

旧
八
月
三
十
日

柿
下

一
、
半
上
石

壱
升
四
合
七
勺
五
才

星
久
吾

一
升

二
百
六
十
五
匁

沢
田

一
、

壱
升
壱
合
六
夕

星
春
吉

一
升

三
百
匁
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砂
田

一
、

壱
升
八
合
五
勺
一
才

室
井
吉
松

一
升

二
百
七
十
匁

室
井
助
右
衛
門

〃

又
三
郎

人
足

星
久
吾
』

明
治
二
十
一
年

九
月
二
十
二
日

旧
八
月
十
七
日

柿
下

百
十
三
株

一
、
白
子

壱
升
四
合
八
夕

星
久
吾

一
升

弐
百
五
十
匁

沢
田
ま
ゝ
下

九
十
三
株

一
、
半
上
石

壱
升
七
合
四
夕
四
才

星
春
吉

一
升

二
百
三
十
五
匁

砂
田
段
之
上

百
三
十
株

一
、
岩
下

弐
升
七
合

室
井
吉
松

一
升

二
百
五
十
匁

世
話
掛
代
り

室
井
助
右
衛
門

宿

当
役

室
井
文
吉

〃

鈴
木
長
治
郎

人
足

野
中
源
太
』

明
治
二
十
年

九
月
廿
三
日

中
日

柿
下

百
廿
四

一
、
上

壱
升
六
合
五
夕

久
吾

壱
升

三
百
匁

沢
田

百
六
拾
株

一
、
中

壱
升
八
合

春
吉

壱
升

弐
百
九
拾
五
匁

段
ノ
上

百
十
弐

一
、
下

弐
升
弐
合

吉
松

壱
升

弐
百
三
十
五
匁

世
話
掛

室
井
長
十
郎

当
役

君
島
竹
治

〃

芳
賀
治
平

人
足

室
井
徳
太
郎
』

明
治
十
九
年

旧
八
月
廿
六
日

中
日
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柿
下

百
十
四
株

一
、
上

壱
升
三
合
六
夕
六
才

久
吾

壱
升

三
百
匁

沢
田

九
十
一
株

一
、
中

弐
升
弐
合
六
夕
五
才

春
吉

壱
升

弐
百
九
十
匁

段
ノ
上

九
十
八
株

一
、
下

弐
升
三
夕

吉
松

壱
升

弐
百
九
十
匁

右

九
月
廿
三
日

世
話
掛

室
井
助
右
衛
門

当
役

室
井
初
三
郎

当
役

宿

鈴
木
庄
吉

小
走
り

人
足

室
井
文
七
』

明
治
十
八
年

九
月
廿
三
日

旧
八
月
十
五
日

百
五

一
、
上

壱
升
五
合

久
吾

壱
升
目

弐
百
五
十
匁

沢
田

百
株

一
、
中

壱
升
七
合

春
吉

壱
升
目

弐
百
五
拾
匁

段
ノ
上

百
五

一
、
下

弐
升
弐
合
五
夕

喜
三
郎

壱
升
目

弐
百
五
拾
匁

世
話
掛

君
島
徳
義

当
役

室
井
徳
四
郎

〃

芳
賀
庄
三
郎

代

幸
七

人
足

野
中
源
太
』

明
治
十
七
年

九
月
廿
三
日

柿
下

百
廿
六

一
、
上

壱
升
六
合

久
吾

壱
升
目

弐
百
廿
八
匁

沢
田

百
十
九

一
、
中

弐
升

春
吉
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壱
升
目

弐
百
四
十
九
匁

（
誤
記
か
）

段
ノ
上

百
九
夕

一
、
下

弐
升
壱
合
五
夕

喜
三
郎

壱
升
目

弐
百
六
十
八
匁

〆

世
話
掛

君
島
徳
義

宿
元

当
役

鈴
木
五
郎
八

〃

室
井
治
郎
吉

人
足

庄
三
郎

小
走

き
ち
』

明
治
十
六
年

九
月
廿
三
日

柿
下

百
廿
三
か
ぶ

一
、
上

壱
升
四
合
壱
夕

久
吾

壱
升
目

弐
百
六
十
七
匁

ま
ゝ
下

百
十
一

一
、
中

弐
升

春
吉

壱
升
目

弐
百
六
十
弐
匁

段
ノ
上

九
十
九
株

一
、
下

壱
升
七
合

喜
三
郎

壱
升
目

弐
百
六
十
四
匁

用
掛

君
島
徳
義

当
役

鈴
木
藤
吾

明
治
十
一
年
ヨ
リ

〃

十
五
年
マ
テ

五
ケ
年
欠
』

明
治
十
五
年
』

（
参
照
）

自
明
治
十
年
至
大
正
四
年

歩
苅

第
十
七
区

福
米
澤

（
大
正
五
年
八
月
十
四
日
写
）』

明
治
十
年

（
地
主
ノ
肩
書
略
ス
）

一
等

根
岸

四
十
四
番

地
主
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一
、
大
黒

壱
升

八
十
五
株

児
山
求
平

二
百
九
十
五
匁

四
等

風
下

二
百
三
十
四
番

無
跡

一
、
虫
喰
ず

一
升

九
十
一
株

沖
右
衛
門

二
百
九
十
三
匁

シ
タ

八
等

下
川
原

六
百
三
十
六
番

地
主

一
、
清
水

九
合

八
十
五
株

室
井
し
ん

二
百
七
十
匁

〃

十
一
年
旧
八
月
廿
七
日

一
等

沼
田

百
三
番

一
、
小
竹
も
ち

一
升
五
合

八
十
三
株

佐
藤
寅
太
郎

四
百
二
十
七
匁
五
分

風
下

二
百
三
十
四

無
跡

一
、
奥
ぼ

一
升
一
合

八
十
九
株

沖
右
衛
門

三
百
十
三
匁
五
分

八
等

下
川
原

三
百
三
十
六
番

一
、
小
塩
わ
せ

九
合
五
勺

百
十
三
株

室
井
し
ん

二
百
八
十
五
匁

〃

十
二
年
九
月
廿
三
日

沼
田

百
三
番

一
、
虫
喰
ず

一
升
六
合
三
夕

八
十
八
株

佐
藤
寅
太
郎

五
百
五
匁

風
下

二
百
三
十
四

一
、
本
明

一
升
一
合
五
夕

九
十
株

沖
右
衛
門

四
百
五
十
五
匁

下
川
原

三
百
三
十
番

一
、
わ
せ
大
黒

一
升
五
夕

百
八
株

室
井
し
ん

四
百
三
十
五
匁

〃

十
三
年
九
月
廿
三
日

沼
田

百
三
番

一
、
虫
喰
ず

弐
升
三
合

百
三
株

佐
藤
寅
太
郎

六
百
六
十
五
匁

風
下

二
百
三
十
四
番

一
、
奥
ぼ

一
升
七
合
五
夕

株

沖
右
衛
門

五
百
匁

不
明
』

下
川
原

三
百
三
十
番

― １７９ ―



一
、
大
黒

一
升
八
合

百
十
九
株

室
井
豊
蔵

五
百
匁

十
四
年

風
下

一
、
本
明

一
升
二
合
五
夕

百
十
三
株

湯
田
善
八

三
百
七
十
匁

金
井
神

一
、
早
稲
大
黒

一
升
三
合

百
株

藤
沢
八
郎
治

四
百
十
五
匁

下
川
原

一
、
〃

一
升
一
合
弐
夕

百
四
株

室
井
し
ん

三
百
三
十
五
匁

十
五
年
九
月
廿
三
日

風
下

一
、
大
黒

弐
升

百
六
株

湯
田
善
八

四
百
二
十
匁

沼
田

一
、
虫
喰
ズ

一
升
三
合

八
十
九
株

児
山
利
八

三
百
七
十
匁

下
川
原

一
、
同

一
升
三
合

九
十
五
株

室
井
豊
蔵

三
百
六
十
匁

十
六
年
九
月
廿
三
日

風
下

一
、
虫
喰
ス

一
升
四
合

九
十
九
株

湯
田
善
八

四
百
五
十
匁

三
十
苅

一
、

一
升
二
合

百
四
株

藤
沢
八
郎
治

三
百
九
十
匁

下
川
原

三
百
三
十
四
番

一
、
上
ヘ
田

一
升
一
合

百
十
九
株

室
井
豊
蔵

三
百
七
十
匁

十
七
年
九
月
廿
三
日

柳
原

三
百
十
四
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一
、
大
黒

一
升
六
合
五
勺

百
十
株

湯
田
善
八

四
百
六
十
五
匁

三
十
苅

四
百
二
十

一
、
烏
わ
せ

一
升
二
合

九
十
三
株

藤
沢
八
郎
治

三
百
四
十
匁

下
川
原

一
、
小
塩
わ
せ

一
升
二
合

百
三
株

室
井
豊
蔵

三
百
七
十
五
匁
』

○
十
八
年
九
月
廿
三
日

風
下

二
百
二
十
九

一
、
大
倉

一
升
九
合

九
十
六
株

室
井
善
吉
分

五
百
七
十
七
匁

三
十
苅

四
百
二
十

作
主

一
、
小
塩
わ
せ

一
升
四
合

百
十
四

室
井
政
八
分

四
百
二
十
五
匁

下
川
原

一
、
植
田

一
升
三
合
七
夕

百
三
株

室
井
豊
蔵
分

三
百
八
十
五
匁

○
十
九
年
九
月
廿
三
日

風
下

二
百
二
十
九

一
、
タ
ハ
ヅ

一
升
七
合
四
夕

百
七
株

室
井
善
吉

五
百
八
十
匁

三
十
苅

四
百
二
十
番

一
、
半
上
石

一
升
五
合
一
夕

百
四
株

藤
沢
八
郎
治

五
百
匁

下
川
原

六
百
三
十
六

一
、
白
し
ね

一
升
三
合
七
夕

百
一
株

室
井
豊
蔵

四
百
五
十
匁

○
二
十
年
旧
八
月
七
日

風
下

二
十
九

二
ト
ア
リ

一
、
白
し
ね

一
升
九
合
五
夕

二
百
二
十
株

室
井
善
吉

五
百
十
匁

三
十
刈

四
百
二
十
番

一
、
稲
鳥
わ
せ

一
升
二
合
九
勺

百
九
株

藤
沢
八
郎
治

三
百
九
十
匁
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下
川
原

六
百
三
十
番

一
、
小
塩
わ
せ

一
升
四
合

百
三
十
四
株

室
井
豊
蔵

四
百
三
十
五
匁

○
二
十
一
年
九
月
二
十
二
日

風
下

二
十
九

一
、
奥
ぼ

二
升
三
合
四
夕

百
十
五
株

室
井
善
吉

二
百
九
十
匁

（
番
の
誤
記
か
）

三
十
刈

四
百
二
十
匁

作
人

一
、
虫
喰
ず

一
升
三
勺

百
九
株

室
井
政
八

二
百
八
十
匁

下
川
原

六
百
三
十
番

一
、
白
し
ね

一
升
五
合

百
三
十
株

室
井
豊
蔵

四
百
二
十
匁

○
二
十
二
年
九
月
廿
七
日

風
下

百
二
十
九

一
、
白
し
ね

一
升
七
合
七
勺

百
二
十
七
株

室
井
善
吉

五
百
十
匁

三
十
苅

四
百
二
十

一
、
大
黒

一
升
二
合

百
十
二
株

〃

政
八

三
百
四
十
匁
』

下
川
原

六
百
三
十

一
、
白
し
ね

一
升
三
合
三
夕

百
七
株

室
井
豊
蔵

四
百
五
十
匁

○
二
十
三
年
旧
八
月
十
一
日

風
下

百
二
十
九

一
、

二
升
一
合
三
勺

百
二
十
四
株

室
井
善
吉

五
百
九
十
四
匁

三
十
苅

二
十

一
、

一
升
三
合
三
夕

九
十
八
株

湯
田
定
蔵

三
百
八
十
四
匁

（
番
の
誤
記
か
）

下
川
原

六
百
三
十
匁

一
、

一
升
二
合
六
夕

百
五
株

室
井
豊
蔵

三
百
五
十
四
匁

○
二
十
四
年
九
月
二
十
三
日
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風
下

百
二
十
九

一
、
は
ん
上
こ
く

二
升

百
三
十
株

室
井
善
吉

四
百
六
十
八
匁

三
十
苅

四
百
二
十
番

作
人

一
、
山
口
わ
せ

一
升
四
合

百
八
株

湯
田
定
蔵

三
百
八
十
八
匁

下
川
原

六
百
三
十
番

一
、
白
し
ね

一
升
二
合
四
夕

百
十
四
株

室
井
豊
蔵

三
百
六
十
三
匁

○
二
十
五
年
九
月
二
十
三
日

風
下

百
二
十
九

一
、
虫
喰
ズ

一
升
四
合
三
勺

百
十
二

室
井
善
吉

四
百
五
匁

三
十
刈

四
百
二
十

一
、
山
口
わ
せ

一
升
五
夕

五
十
八

藤
沢
和
七

三
百
二
十
二
匁
五
分

下
川
原

六
百
三
十

一
、
白
稲

一
升
三
合

百

室
井
豊
蔵

三
百
九
十
匁

○
二
十
六
年
旧
八
月
十
四
日

風
下

百
二
十
九

一
、
半
上
穀

一
升
七
合
五
勺

百
二
十
二

室
井
善
吉

五
百
十
六
匁
三
分

三
十
刈

四
百
二
十

作
主

一
、
山
口
ワ
セ

一
升
三
合
八
夕

八
十
三

湯
田
定
蔵

四
百
四
十
一
匁
六
分

下
川
原

六
百
三
十

一
、
白
稲

一
升
二
合
八
勺

百
十

室
井
豊
蔵

四
百
十
六
匁

○
二
十
七
年
旧
八
月
廿
四
日

風
下

百
二
十
九

一
、
三
度
替
り

一
升
七
合
九
勺

百

室
井
善
吉

五
百
匁

三
十
刈

四
百
二
十

作
主

一
、
半
上
穀
カ
ル
ホ
交
リ

一
升
四
合
一
勺

七
十
四

湯
田
定
蔵
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四
百
二
十
匁

下
川
原

六
百
三
十

一
、
白
稲

一
升
一
合
九
勺

百

室
井
豊
蔵

三
百
五
十
七
匁
』

○
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

風
下

百
二
十
九

一
、
か
る
子

一
升
四
合
九
勺

百

室
井
善
吉

四
百
二
十
三
匁

三
十
刈

四
百
二
十

作
主

一
、
か
る
子

一
升
三
合
一
勺

百
十
一

室
井
徳
太
郎

三
百
七
十
六
匁

下
川
原

六
百
三
十

一
、
三
度
替
リ

九
合
八
勺

百
十
三

室
井
豊
蔵

二
百
六
十
二
匁

○
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

風
下

一
、
ヲ
ク
ボ

一
升
五
合
五
勺

九
十
六

室
井
政
八

四
百
四
十
一
匁

三
十
刈

一
、
三
戸
か
わ
り

一
升
三
合
八
勺

百

藤
沢
八
太
郎

三
百
八
十
一
匁

下
川
原

一
、
白
稲

一
升
一
合
三
夕

九
十
六

室
井
豊
蔵

三
百
三
十
一
匁

○
三
十
年
九
月
二
十
三
日

風
下

一
、
相
馬
ヲ
ク
ボ

一
升
四
合

百
九

室
井
政
八

四
百
十
匁

三
十
刈

一
、
三
戸
返
リ

九
合
五
勺

百
五

藤
沢
八
太
郎

二
百
三
十
匁

下
川
原

一
、
大
丈
白
稲

一
升
三
合

八
十
七

室
井
豊
蔵

二
百
八
十
五
匁
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○
三
十
一
年
旧
八
月
八
日

風
下

百
二
十
九

一
、
か
る
こ

一
升
七
合
三
夕

百

室
井
善
吉

五
百
十
匁

三
十
刈

一
、
梅
三
郎

一
升
二
合

八
十
七

藤
沢
和
七

三
百
七
十
匁

下
川
原

一
、
大
黒

一
升
四
合
二
勺

百
十

室
井
豊
蔵

三
百
九
十
匁

○
三
十
二
年
旧
八
月
十
九
日

風
下

一
、
は
ん
じ
ゃ
う
こ
く

一
升
四
合
七
夕

八
十
五

室
井
善
吉

四
百
二
十
七
匁

三
十
刈

一
、
か
る
こ

一
升
一
合
一
勺

九
十

藤
沢
和
七

三
百
十
九
匁

下
川
原

一
、
白
し
ね

一
升
五
勺

百
四

室
井
豊
蔵

三
百
十
匁
』

○
三
十
三
年
旧
八
月
三
十
日

風
下

一
、
三
度
か
ハ
り

一
升
七
合
四
勺

百
七

室
井
政
八

五
百
十
匁

三
十
苅

一
、
三
度
か
ハ
り

一
升
四
合
一
勺

九
十
九

藤
沢
和
七

四
百
二
十
匁

下
川
原

一
、
越
後
ほ
ん
明

一
升
五
合
一
勺

八
十
七

室
井
豊
蔵

四
百
六
十
匁

○
三
十
四
年
旧
八
月
十
二
日

三
百
刈

一
、

一
升
六
合

百
八

室
井
政
八

四
百
九
十
二
匁

三
十
刈
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一
、

一
升
五
合

九
十
四

藤
沢
和
七

三
百
五
十
二
匁

下
川
原

区
長

一
、
三
度
代
り

一
升
八
合

百
八

室
井
徳
蔵

四
百
二
十
二
匁

○
三
十
五
年
旧
八
月
二
十
三
日

風
下

一
、
金
州

七
合

七
十
八

室
井
政
八

百
九
十
二
匁

三
十
刈

一
、
本
明

一
升
一
合

九
十
四

藤
沢
和
七

二
百
九
十
二
匁

下
川
原

一
、
有
子

七
合
六
尺

九
十
三

室
井
豊
蔵

二
百
二
匁

○
三
十
六
年
旧
八
月
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
ソ
ヲ
マ
ボ

一
升
三
合
二
勺

八
十

室
井
政
八

四
百
匁

三
十
刈

一
、
シ
ン
シ
ウ

一
升
一
合
二
勺

八
十
三

藤
沢
八
太
郎

三
百
七
十
五
匁

下
川
原

一
、
ソ
ヲ
マ
ボ

一
升
二
合
七
勺

九
十
五

室
井
豊
蔵

三
百
九
十
四
匁

○
三
十
七
年
九
月
二
十
三
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
元
治
郎
わ
せ

一
升
六
合

七
十
九

室
井
政
八

四
百
八
十
七
匁

三
十
刈

一
、
エ
チ
ゴ
本
明

一
升
四
合

七
十
七

藤
沢
和
七

三
百
八
十
七
匁

下
川
原

一
、
お
く
ぼ

一
升
一
合

百
七

室
井
豊
蔵

三
百
三
十
七
匁
』
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三
十
八
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
相
馬
芒

二
勺

六
十
八

室
井
政
八

八
匁

三
十
苅

四
百
二
十

小
作
人

一
、
半
上
石

四
合
四
勺

七
十
四

佐
藤
久
弥

九
十
八
匁

下
川
原

六
百
三
十
九

一
、
三
度
変
リ

一
合
八
勺
七
才

九
十
六

室
井
豊
蔵

四
十
三
匁

三
十
九
年
九
月
廿
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
元
治
郎
わ
せ

二
升
六
勺

六
十
五

室
井
政
八

五
百
二
十
二
匁

三
十
刈

四
百
二
十

小
作
人

一
、
梅
三
郎
も
ち

一
升
二
合
六
勺

百
一

佐
藤
久
弥

三
百
二
匁

下
川
原

六
百
三
十
九

一
、
能
固

二
升
六
勺

八
十
九

室
井
豊
蔵

五
百
二
匁

四
十
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
元
治
郎
わ
せ

一
升
二
合

七
十
九

室
井
政
八

三
百
九
十
八
匁

三
十
刈

四
百
二
十

一
、
お
く
ぼ

一
升
二
合
六
勺

八
十
九

藤
沢
八
太
郎

三
百
八
十
八
匁

下
川
原

六
百
三
十
九

一
、
元
治
郎
白
わ
せ

一
升
六
合
五
勺

八
十
四

室
井
豊
蔵

五
百
二
十
匁

四
十
一
年
九
月
二
十
三
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
両
原
白
わ
せ

一
升
四
合
五
勺

七
十
五

室
井
政
八

百
六
十
匁

三
十
刈

四
百
二
十
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一
、
ジ
ッ
ク
リ
わ
せ

一
升
二
合

八
十
五

藤
沢
八
太
郎

七
十
匁

下
川
原

六
百
三
十
九

一
、
元
治
郎
わ
せ

二
升

九
十
三

室
井
豊
蔵

二
百
六
十
匁

四
十
二
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
元
治
郎
わ
せ

一
升
七
合
三
勺
二
才

六
十
五

室
井
政
八

二
百
八
十
匁

三
十
刈

四
百
五
十

一
、
元
治
郎
わ
せ

一
升
五
合
九
才

九
十
三

藤
沢
八
太
郎

二
百
六
十
五
匁

下
川
原

六
百
二
十
九

一
、
梅
三
郎
も
ち

一
升
七
合
四
勺
五
才

七
十
二

室
井
豊
蔵

二
百
九
十
五
匁

四
十
三
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
元
治
郎
わ
せ

一
升
九
合
五
勺

七
十
九

室
井
政
八

二
百
七
十
三
匁
』

三
十
刈

四
百
五
十

一
、
元
治
郎
わ
せ

一
升
一
合

七
十
三

藤
沢
八
太
郎

一
升

二
百
六
十
三
匁

下
川
原

六
百
二
十
九

一
、
関
東
わ
せ

一
升
五
合

八
十
四

室
井
豊
蔵

一
升

二
百
八
十
三
匁

四
十
四
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
半
上
石

一
升
八
合

八
十
一

室
井
政
八

一
升

二
百
六
十
一
匁

三
十
刈

四
百
五
十

一
、
半
上
石

一
升
五
合

七
十
一

藤
沢
八
太
郎

一
升

二
百
六
十
一
匁

下
川
原

六
百
二
十
九

一
、
白
稲

一
升
六
合
八
勺

七
十
一

室
井
豊
蔵

一
升

二
百
七
十
一
匁
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元
年
九
月
二
十
三
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
里
わ
せ

一
升
七
合
五
勺

六
十
七

室
井
政
八

一
升

二
百
三
十
匁

三
十
刈

四
百
五
十

一
、
半
上
石

一
升
七
合

百
十
三

藤
沢
八
太
郎

一
升

二
百
十
五
匁

下
川
原

六
百
二
十
九

一
、
白
稲

二
升
三
合

七
十
七

室
井
豊
蔵

一
升

二
百
三
十
匁

二
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
半
上
石

一
升

七
十
五

室
井
政
八

一
升

二
百
二
十
匁

三
十
刈

四
百
五
十

一
、
梅
三
郎
モ
チ

一
升
二
合
五
勺

八
十
九

藤
沢
八
太
郎

一
升

二
百
四
十
五
匁

下
川
原

六
百
二
十
九

一
、
白
稲

一
升
四
合

六
十
三

室
井
豊
蔵

一
升

二
百
四
十
匁

三
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
文
吾

二
升
一
合
五
勺

八
十
四

室
井
政
八

一
升

三
百
五
匁

三
十
刈

四
百
五
十

一
、
上
田

一
升
一
合

七
十
二

藤
沢
八
太
郎

一
升

二
百
八
十
匁

下
川
原

六
百
二
十
九

一
、
白
稲

一
升
九
合
五
勺

八
十
三

室
井
豊
蔵

一
升

二
百
六
十
五
匁

四
年
九
月
二
十
四
日

風
下

二
百
二
十
七

一
、
文
吾

二
升
八
合

七
十
七

室
井
政
八

一
升

三
百
六
十
五
匁

三
十
刈

四
百
五
十
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一
、
梅
三
郎
も
ち

二
升
五
勺

七
十
一

藤
沢
八
太
郎

一
升

二
百
八
十
五
匁

下
川
原

六
百
二
十
九

一
、
文
吾

二
升
五
合
七
勺

八
十
六

室
井
豊
蔵

一
升

二
百
九
十
五
匁
』

明
治
十
年

九
月
廿
三
日

彼
岸
中
日

一
、
大
倉

壱
升
四
合
弐
夕

市
三
郎

百
弐
株

一
升

弐
百
八
十
匁

一
、
白
子

壱
升
壱
合
六
夕

春
吉

八
十
八

一
升

三
百
匁

一
、
白
子

壱
升
七
合

喜
三
郎

百
弐
株

一
升

三
百
匁
』

鈴
木
孫
八

鈴
木
清
吾

鈴
木
圓
治

室
井
市
十
郎

室
井
兵
平

鎌
取

弥
平
二
』

明
治
九
年

九
月
廿
四
日

歩
刈

彼
岸
五
日
め

柿
下

一
、
赤
わ
せ

壱
升
壱
合
三
夕

久
吾

百
拾
弐
株

壱
升
目

弐
百
八
拾
六
匁

ま
ゝ
下

一
、
赤
わ
せ

壱
升
四
合
九
夕

利
吉

百
拾
壱
株

壱
升

弐
百
七
十
六
匁

右
者
旧
枡
ニ
而

刈

御
改
正
六
尺
壱
分
竿

廣
面
之
内
大
道
は
た

一
、
清
水

壱
升
四
合
八
夕

彦
平

百
廿
三
株

壱
升

弐
百
八
十
壱
匁
』

右
歩
刈
之
義
、
彼
岸
中
日

雨
天
ニ

付
五
日
め
ニ
い
た
し
候
上
、

上
中
弐
鎌
旧
竿
ニ
而

刈
取
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改
正
新
竿
六
尺
壱
分
ニ

い
た
し
彦
平
田
壱
鎌

刈
取
申
候
。

伍
長鈴

木
清
吾

当
役室

井
徳
四
郎

星
利
吉

鎌
取

忠
八

五
郎
七
義
ニ

貢
税
取
建
ニ
而

田
方
へ
相
廻
り

不
申
候
ニ

付
、
手
前

宅
ニ
而

相
改
申
候
。

御
天
気
日
和
中
也
。』

明
治
八
年

九
月
廿
五
日

歩
刈

下
タ
村
前
百
刈

室
井
市
十
郎

一
、
の
と

壱
升
弐
合
五
夕

百
廿
六
株

壱
升
匁

弐
百
九
拾
匁

大
道
は
た
ま
ゝ
下

一
、
白
子

壱
升
壱
合

星
利
吉

八
十
六
株

壱
升
匁

弐
百
九
拾
五
匁

帯
沢
橋
ノ
向

室
井
作
七

一
、
清
水

九
合
五
夕

百
三
拾
四
株

壱
升
匁

弐
百
七
拾
匁
』

右
之
通
、
宿
、
室
井
傳
三
郎
處

歩
刈
帳
之
義
、
明
和
年
中
�

年
々
書
添
置
、
当
年
も
右
之

帳
紙
取
被
出
置
候
處
、
絵
図
認
之

節
大
勢
出
入
候
ニ

付
、
其
処
�

不
相
見
候
。
然
而
当
亥
年
�

新
ニ

書
置
候
也
。

九
月
廿
五
日

戸
長

室
井
五
郎
七

其
後
ニ

発
見
セ
リ
』
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明
治
七
年
戌

九
月
廿
三
日

内
歩
刈

彼
岸
中
日

宿

作
治

柿
下

一
、
上
田

壱
升

星
久
吾

稲
草

の
と

株

百
四
ツ

壱
升
匁

弐
百
四
拾
匁

宮
ノ
前

一
、
中
田

壱
升
六
合

鈴
木
藤
吾

稲
艸

か
ら
す

株

百
五
ツ

壱
升

弐
百
九
拾
匁

段
ノ
上
道
南

一
、
下
田

壱
升
弐
合
五
夕

室
井
喜
三
郎

稲
艸

白
子

株

百
弐
ツ

壱
升

弐
百
七
十
五
匁
』

明
治
六
年
酉

九
月
廿
一
日

内
歩
刈

彼
岸
二
日
め

宿

弥
平
治

下
タ
村
前
久
右
衛
門
田

一
、
上
田

壱
升
壱
合

室
井
市
三
郎

稲
草

せ
き
や
ま

株

九
十
四

壱
升
め

弐
百
八
拾
五
匁

馬
場
ま
ゝ
下

一
、
中
田

壱
升
三
合
五
夕

星
利
吉

稲
草

清
水

百
六
株

壱
升
め

弐
百
八
拾
匁

段
ノ
上
道
南

一
、
下
田

壱
升
八
合

室
井
喜
三
郎

稲
艸

白
子

株

百
六

壱
升

弐
百
九
拾
匁
』

天
保
十
二
年
ヨ
リ
明
治
五
年
マ
テ

欠

三
十
二
年
間
』
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